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－１－ 

八丈町告示第２５号 

 

 令和６年第三回八丈町議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

                              令和６年８月３０日 

                              八丈町長 山 下 奉 也 

 

 

１ 期  日  令和６年９月６日（金） 午前９時 

 

２ 場  所  八丈町役場大会議室 



－２－ 

応招・不応招議員 

 

応招議員（１２名） 

   １番   真 田 幸 久 君      ２番   淺 沼 隆 章 君 

   ３番   奥 山 幸 子 君      ４番   浅 沼 清 孝 君 

   ５番   山 下 則 子 君      ６番   金 川 孝 幸 君 

   ７番   沖 山   昇 君      ８番   岩 﨑 由 美 君 

   ９番   浅 沼 碧 海 君     １０番   山 下   巧 君 

  １１番   浅 沼 憲 春 君     １２番   山 本 忠 志 君 

 

不応招議員（なし） 



－３－ 

令和６年第三回八丈町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

                       令和６年９月６日（金曜日）午前９時開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 一般質問 

第 ６ 同意第 ４号 八丈町教育委員会教育長の任命の同意について 

第 ７ 同意第 ５号 八丈町教育委員会委員の任命の同意について 

第 ８ 同意第 ６号 八丈町職員懲戒審査委員会補充員の選任の同意について 

第 ９ 議案第５５号 令和６年度八丈町一般会計補正予算（第３号） 

第１０ 議案第５６号 令和６年度八丈町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第１１ 議案第５７号 令和６年度八丈町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第１２ 議案第５８号 令和６年度八丈町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第１３ 議案第５９号 令和６年度八丈町水道事業会計補正予算（第２号） 

第１４ 議案第６０号 令和６年度八丈町浄化槽設置管理事業会計補正予算（第１号） 

第１５ 議案第６１号 八丈町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

           関する条例の一部を改正する条例 

第１６ 議案第６２号 八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例等の一部 

           を改正する条例 

第１７ 議案第６３号 八丈町営住宅条例の一部を改正する条例 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

   １番   真 田 幸 久 君      ２番   淺 沼 隆 章 君 

   ３番   奥 山 幸 子 君      ４番   浅 沼 清 孝 君 

   ５番   山 下 則 子 君      ６番   金 川 孝 幸 君 



－４－ 

   ７番   沖 山   昇 君      ８番   岩 﨑 由 美 君 

   ９番   浅 沼 碧 海 君     １０番   山 下   巧 君 

  １１番   浅 沼 憲 春 君     １２番   山 本 忠 志 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 山 下 奉 也 君 副 町 長 山 越   整 君 

公営企業 
管 理 者 奥 山   勉 君 教 育 長 佐 藤   誠 君 

企画財政
課 長 

金 川 智亜樹 君 総務課長 高 野 秀 男 君 

税務課長 山 下   進 君 住民課長 佐 藤 真 一 君 

福祉健康 
課 長 

小 野 高 志 君 建設課長 瀬 筒 国 治 君 

産業観光
課 長 大 川 和 彦 君 

会 計 課 
課長補佐 大 澤 知 史 君 

企業課長 菊 池   拓 君 教育課長 田 村 久 美 君 

消 防 長 堀 本 敏 彦 君 
病 院 
事 務 長 菅 原 宏 幸 君 

産 業 
観 光 課 
水産商工 
係 長 

佐々木   恒 君 
企 画 
財 政 課 
財政係長 

佐々木   奏 君 

総 務 課 
庶務係長 

沖 山   晃 君 
福 祉 
健 康 課 
保健係長 

山 本 良 太 君 

企 画 
財 政 課 
企画係長 

土 屋   巧 君 

福 祉 
健 康 課 
保 健 係 
主 事 

長 田 昇 悟 君 

───────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 高 橋 太 志 君 庶務係長 浅 沼 洋 介 君 

書 記 浅 沼   京 君 
書 記 
（録音） 水 野 滉 人 君 

 

 



－５－ 

───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（山本忠志君） 改めまして、皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で定足数に達しております。 

  よって、令和６年第三回八丈町議会定例会１日目は成立いたしました。 

  これより開会いたします。 

  議案説明のため、町長、副町長、公営企業管理者、教育長、各課長及び職員の出席を求め、

議事公開の原則に基づき、傍聴人、報道関係者の入場も許可してございます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（山本忠志君） これより会議に入ります。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（山本忠志君） 日程第１、会議録署名議員に７番、８番議員を指名いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（山本忠志君） 続いて、日程第２、会期の決定ですが、本日より９月12日までの７日

間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ご異議ないものと認め、ただいまのとおり決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（山本忠志君） 続いて、日程第３、諸般の報告を行います。 

  例月出納検査結果報告、議長報告及び議員派遣結果報告についてですが、お手元に配付の

とおりですので、朗読を省略いたします。 

  以上で諸般の報告を終了いたします。 

  続いて。今の件ですか。 

○１番（真田幸久君） 前回も申し上げましたけれども、一応諸般の報告に関して、質問がな

いかは聞いていただけますでしょうか。 



－６－ 

○議長（山本忠志君） ただいまの諸般の報告について質問のある方ございますか。 

  １番。 

○１番（真田幸久君） 例月出納検査結果の内容に関して、前回も質問を差し上げたんですけ

れども、この中で運用方針について、各基金は金融機関が破綻しても預金保険で全額保護さ

れる利息のつかない普通預金で保管しているとあります。確かにこれであれば、リスクはゼ

ロになりますけれども、逆にリターンもゼロになる。今までは、ゼロ金利もしくはマイナス

金利の環境下でしたので、それで特段問題はなかったんですけれども、今後、足元でも例え

ば大手都銀の定期預金金利0.125とか、それぐらいになっている中で、ということはイコー

ル調達金利のほうも上がっていきますので、可能な限りその分をお金の動きの中で穴埋めし

ていくことを考えなければいけないのではないかというふうに思いますけれども、運用体制

を整備しないとかなり難しい。逆に変な商品に投資をして、もしくは長い償還期間の債券に

投資をして資金繰りは詰まってしまってというような自治体もあることは承知しているんで

すけれども、やはり今後金利がある世界、もっと金利が上がってくるというようなことを考

えると、そういった部分も八丈町として考えなければいけないと思いますけれども、そのあ

たりの考え方はいかがでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 会計課課長補佐。 

○会計課課長補佐（大澤知史君） ６月にも真田議員からご質問がありまして、確かに今安全

性を重視ということでやっております。そのときにも金利の状況を見て、今後検討していき

たいというふうに私話したと思うんですけれども、確かに今だんだんそういった金利も上が

ってきておりますので、ただ、リスクも当然あると思いますので、それについては今まだ、

今すぐここで変えるとかということではないんですけれども、当然検討はしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。 

  今すぐ、例えば定期預金なり債券を買ったほうがいいということではないんです。逆にき

ちんとリスク管理体制も整えた上で、そういったことをやっていっていただきたいというこ

とですので、今後、もしそちらから説明がなければ再度質問させていただくことになります

ので、ぜひ準備を進めていただいて、また監査のほうもそういった視点から、毎月の出納検

査に関しては実施をしていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 



－７－ 

○議長（山本忠志君） 今のは質問。回答はいいですね。 

  ほかに質問ございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） 議事を進行いたします。 

  以上で諸般の報告を終了いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（山本忠志君） 続いて、日程第４、行政報告を行います。 

  町長。 

○町長（山下奉也君） 行政報告につきましては、一部ですけれども、議員さんから質問のあ

った件につきまして、いろいろ検討しまして、ホームページで実績を報告しているわけです

けれども、６月議会後の私の行政報告を行いたいと思います。 

  ６月３日、４日ですが、全国離島振興協議会の理事会と通常協議会ございまして、北海道

利尻・礼文で通常総会等を実施しております。 

  また、６月９日には、八校卒業生の激励会ということで、本年も卒業生の多くが出席しま

して、にぎやかに激励会を行っております。 

  次の６月14日ですが、国土審議会の離島振興対策分科会がございまして、私も、今島嶼の

中でも、小さい島が、漁協が存続できないというような要望がありまして、私も国土審議会

でそういう内容の発言をしてございます。 

  また６月22日、23日は小笠原に訪問してございます。 

  ６月26日ですが、島じまん2025実行委員会、これは各年竹芝で実施しておる島じまんです

けれども、来年の実行に向けて、今進めているところでございます。 

  少し飛びまして、７月４日ですが、ＮＴＴドコモ要望ということで、なかなか携帯電話の

難視聴が解消しないということで、特に夏に向けて、底土周辺が非常に電波が悪いというこ

とで、洞輪沢等もございますが、全般に向けて、特に底土については早く検討してもらいた

いということで、議長とともに要望に行ってまいりました。 

  裏面ですが、会議等は飛ばしまして、７月16日ですが、宮坂副知事との意見交換会、この

ＤＸに向けて、宮坂副知事が都の進め方等につきまして説明がありまして、特に共同化等の

説明があったわけですけれども、町として、私の意見としては、人的支援、また財政的支援

について特にお願いしてございます。 



－８－ 

  ７月18日ですが、三宅都議会議員を訪問しまして、これはお願いというか、今、中之郷の

ため池の関係で事業を行っているわけですけれども、都道との関係ございまして、その調整

といいますか、ぜひそういう部分も含めて都道に接しておりますので、財政的支援も含めて、

お願いに行ってまいりました。 

  次の７月22日ですが、石原衆議院議員の、要望といいますか、今の八丈の地熱発電の進捗

状況等について、説明、またいろいろな支援等をお願いしてまいっております。 

  次に、７月26、27日ですけれども、愛らんどリーグ、これは大島から小笠原までの子供た

ち、９町村11チームですか、見事八丈チームが優勝しまして、私は東京都内で開催、コロナ

の関係もございましたけれども、私は基本的に、これは島でやるべきだということで主張し

ておりまして、三宅がずっと候補だったわけですけれども、来年は八丈島で実施したいとい

うことで、来年の大会は八丈で実施いたします。 

  ８月８日ですが、これは後ほど報告書等もできておりますので、内容等については、それ

をご覧いただければと思いますけれども、救命艇も含めて、避難タワーまたシェルター等に

ついて、すごい先進的といいますか、すごい部分といいますか、そういう危機管理について、

現状を視察してまいりました。 

  ８月11日ですが、山の日全国大会に出席しまして、これは全国で行う行事ですけれども、

今回は東京都が開催県といいますか、そういうことで八王子のほうで実施しまして、それに

参加してございます。 

  また、８月19日からは、全国離島交流中学生野球大会、八丈島、残念ながら１試合から負

けはしたんですけれども、中学生の一生懸命に前向きに野球に向けて、人数の少ない中で頑

張っているところで応援してまいりました。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） ただいまの行政報告について、質問ございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） それではないものと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（山本忠志君） これより日程第５、一般質問を行います。 

  質問者に申し上げます。会議規則第62条により、質問は３回までとしていますが、一問一

答方式の場合はこの限りではございません。質問方式に限らず、議員、執行部ともに自席で
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の発言をお願いを申し上げます。質問時間は答弁を含め１時間以内で行うことといたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 金 川 孝 幸 君 

○議長（山本忠志君） それでは、質問を通告順に許可いたします。 

  ６番、金川孝幸君。 

○６番（金川孝幸君） おはようございます。 

  今議長からも説明がありましたけれども、議会では改革を進めております。今回、議員と

町の執行部が向き合い討論したり、一問一答方式の新たな取組を始めております。町の執行

部もぜひ議会改革に対応した答弁を期待し、質問いたします。 

  人口減少対策については以前も質問していますが、選挙のときの公約でもありますので、

内容を変えて改めて質問いたします。 

  人口戦略会議では、今年の４月に消滅可能性自治体を発表し、全国の1,729自治体を公表

しました。八丈町は数少ない自立持続可能性自治体に入ってはいますが、一つの見方による

分析であり、安心できるデータではないと思っております。 

  人口減少は、八丈町に限ったことではなく、日本全国のほとんどの自治体で減少していま

す。少しでも人口減少のスピードを遅くする努力を多くの自治体は行っております。八丈町

としても、できることは何でもすべきと考えております。 

  八丈町では、人口の減少による様々な影響が考えられ、飛行機の減便、町立病院の縮小、

町立学校の統廃合などが進めば人口減少が進み、町に活気がなくなり、観光地としての魅力

は失われるので、八丈町の今後の対応について質問します。 

  １、八丈町は、10年後や20年後も飛行機の減便、町立病院の縮小、坂下地域の小・中学校

の統廃合はなく、現状を維持できると考えているのでしょうか。また、人口を維持する具体

的な対策はあるのでしょうか。 

  ２、人口減少対策で最も効果があるのは、移住定住者を増やすことだと思っております。

もっと力を入れるために移住定住対策部門を強化すべきではないでしょうか。誘致だけでは

なく、移住者をサポートする体制も重要なので、町の体制を強化しませんでしょうか。 

  ３、移住先選定の条件は、就労の場がある、自然環境がよい、住居がある、交通の便がよ

いなどが上位ですが、ほかに首都圏に近いや、スーパーや医療機関などがあるなど、八丈町

には好条件がそろっていると思います。その魅力は、移住希望者に十分伝わっているのでし

ょうか。もっと工夫や努力が必要と思いますので、町の考えを聞かせてください。 
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  ４、ほかの島では定住体験住宅を造り移住体験を行っています。住宅を新たに建てるには

費用も時間もかかるので、町所有の空き家や民間のアパートの借り上げなどを行い、対応し

ませんでしょうか。 

  ５、有楽町の交通会館に移住者の相談窓口になっているふるさと回帰支援センターがあり

ます。八丈町は、この相談窓口の存在を知っているのでしょうか。また、この窓口との連絡

を取ったことはあるのでしょうか。このセンターには、全国47都道府県のうち43の都道府県

が出展し、2023年現在で全国の580の自治体が会員になっております。八丈町も会員となり、

移住者や定住者を増やす努力をしませんでしょうか。 

  次に、南海トラフ巨大地震注意の対応について質問します。 

  ８月８日に八丈町にも南海トラフ地震情報の巨大地震注意が発令され、防災無線では注意

喚起の放送を繰り返し流していますが、八丈町の対応について質問します。 

  １、巨大地震注意発令に伴う防災対策会議は開かれたのでしょうか。開かれたのであれば、

どのような対応を取りましたか。 

  ２、町民に備えをするよう注意喚起を行ってはいますが、町として避難所の発電機の稼働

や燃料備蓄、非常用食料などの賞味期限や数量などの点検は行われたのでしょうか。 

  ３、八丈町においても新型コロナウイルス感染は広がっていると聞いていますが、避難所

の感染防止や収容人数により避難所の追加の検討や準備は行われたのでしょうか。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） それでは、まず最初の質問について、企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） おはようございます。 

  では、６番、金川孝幸議員の人口減少対策についての質問にお答えします。 

  初めに、日本における基本的な人口減少対策についてですが、日本の人口は平成20年の１

億2,808万人をピークに減少に転じ、また合計特殊出生率の減、出産適齢期の女性の大幅な

減少に基づく少子化などの多くの課題を抱えているところです。 

  これら背景を下に人口減少というものに歯止めをかけるため、それぞれの地域で住みよい

環境を確保し、将来にわたり活力ある日本社会を維持していくということを目的として、国

では、平成26年度にまち・ひと・しごと創生法を制定し、人口の現状と将来の展望を提示す

るまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及び今後５か年の政府の施策の方向を提示するま

ち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決定されました。 

  これに伴い、八丈町においても５か年の八丈町人口ビジョン第１期の八丈町まち・ひと・
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しごと創生総合戦略を平成28年３月に策定しております。その後、令和３年４月に第１期総

合戦略の検証、評価を行い、その結果を基に、八丈町の基本構想・基本計画と整合性のある

施策を検討、この後、総合開発審議会、八丈町地域創生本部での議論を経て、八丈町人口ビ

ジョンとともに第２期の総合戦略を策定しています。現在町では、この第２期総合戦略に沿

って各種施策に取り組んでいるといった流れになっております。 

  これらのことから、人口減少対策を含めたまちづくりにおいて、総合戦略というものが非

常に重要な位置づけになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、１つ目の施設維持に向けての具体的な対策についてですが、今現在八丈町では、

町が管理する公共建築物やインフラ施設について、先ほどちょっと総合戦略でも説明しまし

た人口の推移や今後の財政状況等を踏まえ、将来に向けた公共施設等の適切な運営管理を実

現することを目的とし、平成29年に八丈町公共施設等総合管理計画を策定しております。 

  その後、国の公共施設等関連施策や八丈町基本構想、八丈町基本計画、先ほど説明いたし

ました八丈町人口ビジョン、八丈町まち・ひと・しごと創生総合戦略などを踏まえまして、

令和４年３月に改定を行っています。長期的な視点を持って公共マネジメントの推進に向け

て取り組んでいるところです。 

  この計画も、八丈町の公共施設に関する総合的かつ計画的な管理や、利活用における基本

的な方針や目標を定めている重要な計画となっております。この計画の中で、公共建築物の

基本方針といたしまして、保有施設総量の縮減と長寿命化の推進を定めております。 

  具体的には、目標年度2060年度までに、2021年度の保有延べ床面積の約10％を縮減、延べ

床面積の約50％の長寿命化を設定しております。現在、この目標の達成に向け、八丈町地域

創生プロジェクトチームにて公共施設等の最適配置のワーキンググループを設置し、保有施

設の再編に向けて現在取り組んでいるところです。 

  ２つ目の人口減少対策についてですが、さきに説明いたしました総合戦略のとおりとなり

ますが、八丈町では人口減少抑制、安定化に向けて、政策分野ごとの４つの目指すべき将来

の基本的方向と長期的展望に向けた基本的視点を設定しております。その長期的展望におい

て、国の長期ビジョンに示された目標人口を踏まえながら、各種施策の実現可能性を加味し、

八丈町では、令和22年に人口6,000人、令和42年に人口4,500人の人口規模の維持を目標とし

ております。 

  この人口規模の維持の目標に向けて政策分野ごとに基本目標を立て、主な施策を定義しま

して、それぞれの施策を実現するための具体的な施策について、ＫＰＩ、目標数値を設定し、
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達成に向けて取り組んでいるところです。昨年度より、これら具体的な施策の進捗状況報告

を作成し、公開を始めました。さらに、前回の議会でも説明している部分で重複してしまい

ますが、今年度、事業の成果や効率を高めるため、さらに事業評価書を加えた形で、現在進

めているところです。 

  ３つ目の町の好条件が移住希望者に伝わっていないというものについてですが、現在、八

丈町は八丈物語という移住定住サイトを設置し、これを基本として移住定住を進めておりま

す。 

  基本的な方向性としては、定住に重点を置いた八丈島に移住される方の人生の物語をサポ

ートするといった理念で構成しております。今回の補正で予算の組替えで計上させていただ

いていますが、八丈物語の第２章にあります「情報～八丈島について調べる」の中にある移

住・定住ガイドブックを新たなものに作り替える予定となっております。実際に移住された

方や島を離れた方からの意見をベースに、島のいい部分はもちろんですが、島に住んでいて

困ることなども掲載し、八丈島での生活を伝えられればと考えております。 

  また、２つ目の質問にもありました移住者のサポート体制の部分も、八丈物語の第３章

「相談」の中にある島暮らし相談窓口を今現在八盛隊が中心として運営する移住サポーター

運営窓口に改め、サポート体制の部分も併せて進めていければと考えております。 

  ４つ目の定住化体験住宅についてですが、東京都に１億2,000万円を上限とした補助率10

分の10の島しょ山村地域における移住体験住宅整備補助事業という補助事業があり、活用も

検討しましたが、まずは島内にある住居の活用を進めていくといった方向で、住宅を必要と

している方が簡単に情報を取得できるように、八丈物語の第６章「住居」にて島内の不動産

取扱者を掲載するページを作成しました。今後も島内の住宅事情等を勘案し、第６章「住居」

の強化を進めていきたいと考えております。 

  ５つ目のふるさと回帰支援センターについてですが、東京都では令和４年度より、多摩地

域、島しょ地域の移住定住促進に向け、各市町村の移住定住関連情報や支援制度を集約し、

相談者のニーズに応じたきめ細かい相談を行うために移住定住相談窓口を開設することにな

りました。その相談窓口業務を受託しているのが、ふるさと回帰支援センターとなります。

現在、相談業務以外の移住定住の取組についても、既に連携して進めているところですので、

これとは別に八丈町が新たに正会員になるということは現在考えておりません。 

  回答は以上となります。 

○議長（山本忠志君） 続いて、２番目の質問に対して、総務課長。 
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○総務課長（高野秀男君） おはようございます。 

  それでは、６番、金川孝幸議員の２つ目の質問、南海トラフ地震（巨大地震注意）の対応

について回答いたします。 

  まず、１つ目の防災対策会議は開かれたのか。開かれたのであれば、どのような対応を取

ったのかについてです。では、そのあたりの経過について含めてご回答いたします。 

  ８月８日午後４時42分頃、宮崎県南部で地震が発生し、最大震度６弱を観測、午後５時に

気象庁が南海トラフ地震臨時情報、これは調査中ということでしたけれども、を発表しまし

た。午後７時15分、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたため、八丈町で

も情報連絡体制を取っております。また、東京都の総合防災部から連絡があり、気象庁情報

に注視するよう情報共有し、午後７時45分からの気象庁の会見で状況を確認し、午後９時か

ら始まった東京都災害対策本部会議を東京都公式動画チャンネルで視聴しております。 

  特別職及び管理職には、総務課が情報連絡体制を取っている旨メールで通知し、総務省消

防庁からの南海トラフ地震臨時情報の通知を確認した後、午後11時10分に防災無線放送を実

施、八丈町公式Ｘに防災無線放送内容を投稿しております。防災会議の委員に対しましても、

翌日午前９時より防災会議を開催する旨、連絡しております。 

  翌８月８日午前７時45分、防災無線放送を実施。八丈町公式Ｘに防災無線、放送内容を投

稿し、午前８時30分より特別職、管理職による南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を

受けての会議を開催しました。その後、午前９時に防災会議を開催し、気象庁が発表した資

料の情報提供、各関係機関の対応について情報共有をしております。特に八丈支庁と連携し、

横間道路電光掲示板で南海トラフ巨大地震注意及び津波注意報などの際には高いところへの

避難を呼びかける表示を掲示し、そのほかにも東京都事業の自動運転等実証事業のデジタル

サイネージを活用し、島内５か所に設置されているデジタルサイネージに同様の内容を表示

し、注意喚起をいたしました。 

  政府からの呼びかけは、日常の生活における社会経済活動を継続しつつ、地震の備えを確

認してほしいというもので、発表内容に伴う対応をしております。また、こちらの注意報に

関しましては、15日午後５時に特別な注意の呼びかけは終了されております。 

  ２つ目の町民に備えをするよう注意喚起しているが、避難所の設備などの点検を行ったの

かについてです。 

  避難所にあります備蓄食料やその他毛布など、また発電機等につきましても確認をしてお

ります。 
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  ３つ目の新型コロナウイルスの感染も広がっていると聞くが、避難所の感染対策や収容人

数により避難所の追加などの準備は行われたかについてです。 

  感染対策としまして、避難者の体調について確認を取ることや、体調が優れない方とそう

でない方のスペースを分ける対応として間切りテントも準備しております。避難者受入れ状

況によっては、町施設以外にも都の施設など災害時の協定によって受入れできる体制を取っ

ております。 

  以上で回答終わります。 

○議長（山本忠志君） 回答が終わりました。 

  再質問ございますか。 

  ６番議員。 

○６番（金川孝幸君） 回答ありがとうございます。 

  具体的に、例えば町立病院の問題とか、学校については、町の施設人口に応じた対応を取

るようになっているという話なんですが、よく見えません。実際そういう危機感を持ってお

られるのか。当然人口が減れば、そういうことになると思うんですが。特に、新型コロナウ

イルスの感染が拡大したときに、飛行機が１往復減便になっていた時期があります。住民の

生活や観光などに大きな影響があって、これが現実となった場合、八丈町の将来に危機感を

感じました。 

  町長も全日空に要望に行ったときに、搭乗率もうちょっと上げてほしい、ぎりぎり限界だ

というお話は聞いておりますので、急に１便１往復減便になるとかなると、島内のインフラ、

いろんなものに影響してきて、重大な状況になるのではないかと心配しております。そうな

らない前に、できることは何でもやったほうがいいんじゃないかなと考えて質問しておりま

す。 

  あと、町の職員も不足しているのは承知しているんですが、この職員の不足とか、町だけ

じゃなく、ほかでも労働環境厳しくなっておりますので、そういうのを維持するためにも人

口対策というのは重要だと思いますので、ぜひ具体的な取組を進めていただきたいと思いま

す。 

  長崎県の五島列島には、移住者が1,000人を超えています。やり方によっては、八丈町も

可能性あるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。 

  あと、八丈町の移住定住を担当する職員は何人いるのでしょうか。また、ほかの業務と兼

任でしょうか。回答をお願いします。 
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  あと、定住化住宅については、建てるのは大変なんですけれども、ほかの自治体でも既に

実施しているので、スピード感を持って、来年度からでも取り組んでいただきたいと思いま

す。要望です。 

  あと、有楽町のふるさと回帰支援センターに行って、東京の担当者に話を聞いております。

島嶼部では、八丈町に関する照会や相談が最も多いそうです。ただ、置いてある資料を見る

と、ちょっと物足らなさを感じたのでもっと力を入れてほしいという希望です。今進めてい

るということなので期待したいと思います。 

  あと、ここの会員にはならないということなんですが、全国で600近い自治体が会員にな

って、東京都でも新島村、利島村、あと多摩地域の市とか町も会員になって積極的に活用し

ているので、僅か年間５万円の会費なので、これも前向きに対応していただきたいと思いま

す。 

  あと、南海トラフに関しては、初めてのことなので、もっと強力に町として動いてほしい

なという希望はあります。できるだけ事前にやるべきことはやってはいると思うんですが、

初めてのときというのは、やはり総理大臣も外遊を取りやめるなど、そういう危機感を持っ

て対応しているので、八丈町もぜひ危機感をもって対応していただきたいと思います。これ

は要望です。回答要りません。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） 何点か再質問あったと思うんですが、企画財政課長の答弁でよろしい

ですか。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） ただいまの金川孝幸議員の質問ですが、考え方をちょっと

確認したいため反問権の行使を許可願います。 

○議長（山本忠志君） どうぞ、反問してください。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 反問の前に、初めに本議会より議会改革の一つとして、反

問権を付与していただきました。議運でも相談させていただきましたが、初めてのことなの

で、やり方について少し悩んでいる部分もありますが、金川議員からも最初にありましたが、

我々執行部としても、今まで以上に議論を深めていける努力を議会と一緒に取り組んでいけ

ればと考えておりますので、やりながらになってくるとは思いますが、どうかよろしくお願

いいたします。 

  では、金川孝幸議員の人口対策についての考え方の部分なんですけれども、移住定住者を
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呼び込んでいくというものが、最も今一番町がやるべきことという考え方、認識でよろしい

でしょうか。 

○議長（山本忠志君） ６番議員。 

○６番（金川孝幸君） ほかに方法あるんでしょうか。例えば、子供をいっぱい産んで人口を

増やすとか、そのために出産したら100万円、１人について100万円とか、そういうことを過

去にはやっていたと思うんですが、そういうものでは無理じゃないかなと思うので。いろん

なことあると思います。これは一つの策の中で、移住定住が私は最も効果があるんではない

かと思って質問しております。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 最初に総合戦略の話をさせていただきました。人口につい

てですが、大体ですけれども、人口対策ということで大きく２つに分けると自然増減と社会

増減、この２つで構成されていると考えております。 

  基本的な原理ですと、出生というものが高まらないと人口が増えることがないという考え

です。八丈島の場合については、大体年間140人の方がお亡くなりになります。出生、新た

に生まれる方が40人、その下の社会増減が、定住者が100になると大体140で人口維持できる

という計算になります。 

  今の社会の風潮上、ここの社会増減の100ということがイコール移住者という定義になり

つつあるんですけれども、ここが増えても、我々先に回答しましたけれども定住率ですね。

ここで100人呼び込んでも、例えば定住率、うちの観点で言いますと、４年以上住まわれて

いる方になりますけれども、ここが50％ですと50人しか残らないということになってしまい

ます。結構、移住者が何万人増えましたということはよく聞くんですけれども、じゃこれが

果たして何人残っているかというと、なかなか調べていくと難しいところです。 

  なので我々は、どちらかというと残っていただけるという人のために、総合戦略にていろ

んな施策、例えば出生率の向上については合計特殊出生率を2.10という目標に設定して、い

ろんな子育て支援の対策をしております。特殊出生率、人口置換水準というのが2.10となっ

ております。日本に置き換えると、約50年前、1974年から下回っています。なので八丈町と

しては、ここを高めていければということで子育て支援策も同時に今進めているところです。

なのでこういった考え方、総合的に踏まえますと、移住対策をどこの部署がやっているかと

言われますと、私の認識では町全体でやっているという認識で、各種各課、職員全員が一丸

となって人口対策をしているという回答になります。 
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  さきに回答をしました具体的な人口目標、令和42年に人口4,500人の人口規模の維持を目

標としているという総合戦略ですが、これ以上にやってやろうと思っています。ここを目標

にしているわけではなく、我々これ以上にやってやろうと考えて、今全庁で取り組んでいる

ところです。なので特に移住対策に力を入れていないというよりは、根本的に、多分金川議

員も言いましたけれども、お金を、移住して来てくれる方に300万円あげます。家をただで

あげます。固定資産税かけませんといった対策を取るよりは、しっかり地に足つけた、町を

よくする、町づくりをしっかり進めていく、住みたい町になるといった観点で、各種いろん

な取組を職員全員でやっていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 再々質問ございますか。 

  ６番。 

○６番（金川孝幸君） ありがとうございます。 

  私も町がやっていないということを言っているんじゃなくて、もっと力を入れてほしいな

という。今課長から大変力強い、目標を上回ることを目指しているという力強いご意見いた

だきました。町長も同じ考えだと思いますので、どうぞ、これからもよろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） という願望でよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○議長（山本忠志君） 了解しました。 

  それでは、以上で６番議員の一般質問を閉じさせていただきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 奥 山 幸 子 君 

○議長（山本忠志君） 続いて、３番、奥山幸子君。 

○３番（奥山幸子君） 初めて一問一答式の質問をいたしますけれども、三宅島ではもう既に

何年も前からやっているそうなので、八丈もいろんな試みをしていけばいいなと思っていま

す。 

  ２年前に議員講演会というのがあって、そこで一般質問についての講演があったんです。

そこで、行政はとにかく答えが上手だということで、なかなか煙に巻かれることもあります。

それで「検討する」というふうに言われた場合、半年後にどうやって検討したのかをそれを

追跡する必要があるということを学んできました。それで質問いたします。 

  １番です。施政方針で述べられた内容は実現できているかという質問です。 
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  昨年秋に山下奉也町長が再選されて１年が経とうとしています。職員の退職など多くの課

題を抱えての船出となりましたが、当選後の町長の言葉や３月議会における施政方針で述べ

られたことがどのように進められているのか。特に職員対策について、どの部分がどのよう

に改善されているのか伺います。 

  小さい１番です。町職員の退職者が出たことに対する施策として、施政方針では、退職者

との時間を設け、理由を把握し、改善できるところがあれば対応していくとありますが、そ

の成果はということで伺います。町長、お願いいたします。 

○議長（山本忠志君） ちょっと待ってください。まず総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） それでは、今の退職者との時間を設け、理由を把握し、改善でき

るところがあれば対応していくと、その成果についての回答をいたします。 

  今年度からの取組として行っております。職員の方から退職の意向が出されたときに、私

と総務課の人事担当職員において、当該職員と面談をして退職理由の聞き取り等を行うよう

にしております。 

  まだ、統計的な分析を生かすには、今年度より任意提出でありますけれども、退職理由の

回答をお願いしております。ただし、まだ取組を始めてから日が浅いこともあります。まだ

統計的な傾向がつかめるほどの、もちろん情報が得られているわけではございませんので、

成果としてお答えできるものはございませんけれども、取組を継続して職場環境改善の取組

に反映していきたいと考えております。 

○議長（山本忠志君） ただいまの回答について、３番。 

○３番（奥山幸子君） 今取組の最中ということですけれども、まず私は施政方針で町長が述

べられたわけですから、町長がどのような対策というか、部下に対してどのような指示をし

たのか、それを直接町長のお言葉で聞きたいと思って質問しましたので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（山本忠志君） 町長。 

○町長（山下奉也君） 今総務課長が答えたとおりなんですが、まだ実施して間もなくです。

今までは理由もあまり聞いていなかったんですけれども、いろんな理由があると思いますけ

れども、改善できる部分というのは、環境問題、また人事、仕事の内容等に関わることが主

だと思います。 

  また、ほかに希望を持って新しい職といいますか、そういう部分に進むという、そういう

理由が一番多いかなと思います。統計的にといいますか、結果的に見て、中間層、本当に主
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任、係長クラス、そういうところが抜けると、私も管理職も一番こたえる。今後仕事を進め

ていく上で、また人事面でも非常にきつくなっていくという部分で、そういう面があれば、

具体的な部分で改善できる部分があれば、本当に改善していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

  まだ、具体的に総務課のほうで聞いた内容、聞いておりませんので、今までの私の長年の

経験からすると、いろんなそういう面、改善できる部分と改善できない部分というのは集約

してやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

  じゃ次に進んでください。 

○３番（奥山幸子君） ２番目です。職員に対するアンケートを行ったということで、その内

容と結果を教えていただきます。答弁、私企画財政課長と書いたんですけれども、総務課長

ということで、すみません直しておいてください。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 職員に対するアンケートの内容と結果についての回答をいたしま

す。 

  本日、議員の皆様のほう、席次のほうに、今回町のほうが実施しました職場意識調査票が

置かれていると思いますけれども、ご覧いただきたいと思います。 

  職員の意識調査と題しまして、７月11日から７月31日までの期間で実施いたしました。設

問につきましては、この調査票にあるとおりでございます。全部で８つの設問を設けさせて

いただきました。また、認識の程度を図るための数値回答及び自由記述回答としてございま

す。 

  現在、回答の集計をしている最中でございます。そのため、今回答することはできません

が、集計結果については、今月中を目途に職員に公表したいと考えております。 

  今後は、集計結果から得られた職場環境改善のために必要と思われる取組内容を整理し、

特別職、管理職が出席する会議の場において取組方針などを協議し、その進捗状況について

職員にも示しながら一つずつ取り組んでいきたいと考えております。 

  以上で回答終わります。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） これも途中ということで、回答は今得られないということですけれど

も、先ほど町長が述べられたように、転職というのが結構動機としてあるんですよね。今も
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う世の中、転職ブームです。終身雇用という時代はないのかなと思うので、やむを得ない部

分もあると思うんです。だけれども、やはり八丈が好きで、八丈に住みたくてという職員を

優遇していくということが一番の対策なのかなと思っております。 

  ３番目に移っていいですか。 

○議長（山本忠志君） どうぞ。 

○３番（奥山幸子君） 職員間のコミュニケーションを取り、役場内部の職員間の意見集約を

図る体制づくりに取り組むとしていますが、その実績はありますか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） それでは、職員間のコミュニケーションを取り、職員間の意見集

約を図る体制づくりに取り組むとしているが、その実績は、について回答いたします。 

  令和６年第１回定例会の一般質問の回答としまして、職員間での意見集約については係長

級を構成メンバーとする八丈町地域創生プロジェクトチームを立ち上げ、行政課題などにつ

いて協議する場を設置し、協議内容や結果を地域創生本部に提案、報告することで、職員か

らの意見を町の施策に取り入れていきたいと回答いたしました。 

  現在、プロジェクトチーム会議のほか、検討課題ごとにワーキンググループを設けて検討

しております。９月２日には地域創生本部会議に検討内容が報告され、方針と基本とする考

えを承諾し、進めていくことを決定したところでございます。 

  以上で回答終わります。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） 様々係長級の会議とか連携しているということなんですけれども、こ

れもやっぱり町長がこれを施政方針で述べているわけで、町長は部下に言うだけではなくて、

直接職員とコミュニケーションを取るというのはすごく大事だと思うんですね。以前、８番

議員が１人１人職場の中に入って声をかけるとか、お昼を一緒にするとか、そういう取組、

そういうのをしていただくとすごく職場の雰囲気も変わってくるのかなって、言いやすい雰

囲気が出てくるのかなと思うので、その辺を係長級が、要するに部下がやっていますからと

いうことではなく、全体として、やっぱり首長がそこに関わって職員間のコミュニケーショ

ンを上げていくということが大事だと思いますので、その辺お約束していただけますでしょ

うか。 

○議長（山本忠志君） 町長。 

○町長（山下奉也君） 奥山幸子議員が今言われたように、係長クラスも主に施策についての
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プロジェクトということが中心ですので、施政方針でも言っているように職員とのコミュニ

ケーションが図られていない、風通しが悪いという質問等もございましたので、総務課の課

長にお願いして、私と新人職員といいますか、そういう部分とのコミュニケーションを図る

ということで。総務課が作ったのでちょっと堅いですけれども、実施要綱ということで、町

長と語らう会の実施要綱ができておりますので、先ほどのアンケートの基に、それをきっか

けに職員と語る会を実施していきたいと考えております。 

  また、別に最近は若い人は町長時間空いていますか。今度飲み会一緒にどうですかとか、

そういうこともありますので、そういう部分も含めて職員との風通しをよくしていきたいな

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ３番。次へ進んでください。 

○３番（奥山幸子君） 次いっていいですか。２番目にいっていいですか。 

○議長（山本忠志君） ２番目の質問ですね。そちらにどうぞ進んでください。 

○３番（奥山幸子君） 町長のお言葉いただいて納得しました。働きやすい職場を目指して、

引き続き努力をお願いいたしたいと思います。 

  ２番目です。マイナ保険証への移行はどのように進められるのか。昨年12月、議会は健康

保険証を当面廃止しないよう求める意見書を採択しました。いろんな意見あったんですけれ

ども、結果としてこれは採択できましてよかったと思います。同様な意見書は、全国から多

く提出されましたが、国民の声は届かず、今年の12月２日をもって、現在の健康保険証はマ

イナ保険証に移行されることが決まっています。医療行政のデジタル化への必要性は認めて

おりますが、任意であるはずの制度が実質的には強制になっていることへの違和感は拭えま

せん。 

  こうした状況で、町はマイナ保険証への移行をどのように進めるのか。また、移行に伴う

課題にどう対応するのか伺います。 

  １番目の質問です。マイナカード取得利用状況。これは昨年意見書を出した時点で、国民

レベルでは77％、利用状況は4.5％でした。今国では、もうちょっと上がっていますけれど

も、町の現在の取得状況、利用状況はどれくらいになっていますか。 

○議長（山本忠志君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） それでは、１番目の質問にお答え申し上げます。 

  まず、マイナンバーカードの取得状況ですが、八丈町の７月末時点では累計4,918枚、

70.5％となっております。また、マイナ保険証へのひもづけは、国全体では2024年６月末時
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点で全人口の58.77％が登録している状況となっています。町が確認可能な75歳以上の後期

高齢者については、６月末時点での被保険者1,470人中520人、率として35.37％の方がマイ

ナ保険証の利用を登録しており、７月末時点での医療機関での利用率は10.12％となってお

ります。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） 再質問ありますか。はい、どうぞ。 

○３番（奥山幸子君） 利用率は上がっているということで、マイナ保険証への移行も58.7％

で、結構いいですよね。あと、高齢者の割合がそれに比べて少ないということですね。さら

に、それを実際使っている割合は10.12％ということで低くなっているということですね。

分かりました。 

  ２番目の質問にいっていいですか。 

○議長（山本忠志君） はい、どうぞ。 

○３番（奥山幸子君） マイナ保険証利用には、登録はしているというパーセントを伺いまし

たけれども、事前登録が必要なんですよね。登録すれば、もちろん様々なメリットがあるこ

とは承知しています。マイナポータルアプリで簡単にできるとしていますけれども、若い人

はスマホで本当に簡単にできると思いますけれども、スマホを使いこなせない高齢者や認知

症の方、また介護や障害者に対する支援はどのように進めておりますか。 

  このことが、結果として職員の負担になるのではないかと思っていますが、現状を教えて

ください。 

○議長（山本忠志君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 高齢者に対するマイナ保険証利用登録への支援といたしまして、

八丈町は、令和５年１月19日から30日まで436名の来場者に対し、237名の登録支援を島嶼部

で唯一後期高齢者広域連合の協力により実施したほか、住民係窓口でひもづけの支援を実施

しております。 

  現在は操作性などの面を鑑みますと、医療機関等での顔認証機器でのご登録は最もスムー

ズと存じます。また、認知症等により本人の意思確認が不能な場合、マイナンバーカードの

取得自体が法的に任意となっており、強制ではないため、事前登録支援は困難との回答にな

ります。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） ただいまの回答よろしいですか。 
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（奥山幸子議員「いいです」の声あり） 

○議長（山本忠志君） 続いてください。 

○３番（奥山幸子君） ３番目に移ります。 

  マイナ保険証の登録をしない方には資格確認書の交付をプッシュ型で行うとしていて、有

効期限は原則１年、最長５年となっていますが、例えば国保では何年を考えていますか。５

年後はどうなるのでしょうか。また、資格確認書は本人確認として使えますか。 

○議長（山本忠志君） これも住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 八丈町国保も資格確認書につきましては、今まで紙の保険証と同

様に有効期限は２年で…… 

（奥山幸子議員「２年」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） 考えております。２年で一斉更新ということで考えております。

２年ごとに一斉更新。本人確認書類として使用できるように、現在私どもの判断ではなくて、

国全体でのことでの検討しているというふうな情報があるということでのご回答になります。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） せっかくプッシュ型で資格確認書をもらったとしても、本人確認とし

て使えるかどうか、今分からないということでいいですか。 

○議長（山本忠志君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 現時点ではお答えできません。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） いつ頃結果が出ますか。 

○議長（山本忠志君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） すみません。今、国のほうで検討しておりますので、私どもでは

お答えできることはできません。これ国のほうで。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） 分かりました。 

  今の健康保険証が１年有効なので、その間にお答えをいただけると思っております。 

  次の質問に移っていいですか。 

○議長（山本忠志君） はい、どうぞ。 

○３番（奥山幸子君） マイナ保険証に対応していない医療機関への対応は。歯科医院や10月
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開院予定のこころみクリニックでは対応できていますか。 

○議長（山本忠志君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 総合的な話になりますが、医療機関におきましては、カードリー

ダーの設置が猶予されている医療機関も若干ございますが、医療機関を所管する厚生労働省

により、設置がほぼ強制されておりますので、ほとんどの医療機関、薬局でのマイナ保険証

対応はできるはずでございます。 

  現時点では、未対応医療機関では保険証を提示するようマイナポータルでの案内等されて

おりますが、八丈町独自での対応、指導等は実施しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） 歯科医院とか、こころみクリニックは多分対応できると思うんですけ

れども、歯科医院も実際にはカードリーダーを置いているんですよね。置いているけれども、

実際に患者さんとしていらした方は、従来の健康保険証を出してマイナカードを使っていな

い。どのくらいの割合で使っているってある歯医者さんに聞いたら、20人に１人もいないと

いうことだったんですね。だからその点、そういう広げていくというのがなかなか、町とし

てはやってはいるんですけれども、難しい面もあるので、その面の支援をお願いしたいと思

って、今回質問したんです。 

  ５番目の質問に移ります。 

○議長（山本忠志君） はい。 

○３番（奥山幸子君） マイナ保険証への移行を促すために、病院や薬局などに支援金を出し

ているとの報道がありますが、ちょっと誤解があるかもしれません。お金ではなくて、何か

ほかの形かもしれません。町立病院も受けていますか。また効果が上がっていないところに

は指導があるとも聞いていますが、この辺の実情を教えてください。 

○議長（山本忠志君） 病院事務長。 

○病院事務長（菅原宏幸君） それでは、回答させていただきます。 

  本年度事業については、厚生労働省よりマイナ保険証の利用促進等についてという通知が

来てございます。内容ですが、マイナ保険証利用人数の増加量に応じて最大10万円、病院は

20万円を一時金として支給するものであります。2023年10月実績及び同月利用人数から増加

量に応じて支給されるもので、当院につきましては、各月の利用人数、基準に達しておりま

せんので支給対象外となっております。 
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  詳しく説明させていただきますと、基準月ですが、昨年10月の対象期間が2024年１月から

５月について５％以上、１件20円、10％以上で40円、50％以上で１件120円となり、また６

月から11月も同じような対象期間となる制度でありまして、本年度事業となってございます。 

  当院につきましては、昨年度10月で31件、1.9％となっております。その後、40件から50

件程度で直近の７月では49件、２％となっておりますので、0.6％の増となっており対象外

となってございます。 

  以上となっております。 

○議長（山本忠志君） ３番。 

○３番（奥山幸子君） ご回答ありがとうございます。 

  そういう状況なのかなと、私も予想はしておりましたけれど、６番目の質問に移っていい

ですか。これ最後の質問です。 

○議長（山本忠志君） はい、どうぞ。 

○３番（奥山幸子君） これまで月１回の提示だった現在の健康保険証が、マイナ保険証では

受診ごとの提示と暗証番号が必要となり、登録の手続も必要となると、住民への負担や、同

時に病院の職員とか、町職員の負担が大きくなってくるのではないかと懸念しています。従

来の健康保険証を継続することに支障はないように私は思っておりますが、国の方針なので、

町としても従わざるを得ないのも理解しております。 

  それで、ここで最後の質問なんですけれども、今後住民への分かりやすい情報提供が必要

だと思います。広報とか、防災無線とか、そういうことで12月２日が近づいておりますので、

その辺の情報提供をしていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 基本は、加入保険者からのお知らせになります。こちら後期高齢、

こちら我々共済組合、そういったことで、私どもは八丈町国民健康保険の被保険者に対して

ご案内しなければならないと思っております。今期は、このような資格取得時と、令和６年

８月の一斉更新に封書にてお知らせしております。全体的な事項につきましては、八丈町広

報にて適宜ご案内いたします。 

  なお、八丈町広報につきまして、強制ではない旨をわざわざ文章に入れまして、10月以降

の広報に入れてご案内するというふうな形で一応検討しています。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。３番。 
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○３番（奥山幸子君） 要望ですけれども、町の姿勢が非常に高齢者、40％もいる高齢者にと

って優しい広報だと思ったので納得しました。よろしくお願いします。要望です。 

○議長（山本忠志君） ここで、休憩を挟みたいと思います。 

  開始時刻は10時30分からにいたします。それまでにまたお集まりください。休憩します。 

（午前１０時１４分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（山本忠志君） それでは、休憩を解いて再開いたします。 

  座席に、各自席にお戻りください。 

（午前１０時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 真 田 幸 久 君 

○議長（山本忠志君） それでは、一般質問を続けます。 

  １番、真田幸久君。 

○１番（真田幸久君） 今回私のほうは、これまで何度か質問させていただいたことのアップ

デートというような内容の質問を、大きく２件させていただきます。 

  まず１点目、町役場の組織運営についてですけれども、そのまた１番目ですが、職員との

コミュニケーションについてです。こちらは、先ほどの３番議員の一般質問とも重なる部分

がありますので、そちらのほうで答えるべきところは、先ほどお答えしましたという回答で

結構でございます。 

  今年３月議会での議員からの意見集約体制についての質問に対しまして、職員の能力、意

欲の向上を図るためアンケート形式での意見集約について、実施に向けて準備をしていると

の回答がございましたが、進捗状況はいかがでしょうか。 

  また、アンケートは実施されたと聞いているが、質問事項とその結果から得られた洞察、

今後の対応について説明を求めるということで、事前通告のほうにはこの内容にしましたけ

れども、先ほどの回答で、まだ今検討中ということですので、恐らく同じ回答かと思います。

そこで、実際のアンケートを行った形式についても含めて、質問を１番目にさせていただき

ます。 

  まず、会計年度任用職員にもこのアンケートは行ったか。それから、看護師については医

療職という定義になって、要はアンケートの形式を見ると、看護師がどこに当たるのか分か

りませんので、それはどの分野として看護師の方に提示しているのかということを教えてく
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ださい。 

  また、アンケート実施を職員の能力、意欲の向上を図るためとしていますけれども、促進

要因も大事ですが、阻害要因を明確にすることが重要ではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  こちらに関しましては、総務省が今年の５月20日に開催した第３回社会の変革に対応した

地方公務員制度の在り方に関する検討会という検討会の中で、「地方自治の担い手不足」と

いう題で早稲田大学の教授である稲継氏が資料を出しております。その中で、なぜ若者は自

治体を離職するのかということで３つのポイントを挙げておりまして、まずは、私生活との

両立、２番目が職場でのハラスメント、これはパワハラ、いわゆる内部でいえばパワハラ、

外部でいえばカスタマーハラスメントといった問題があるだろう。もう一つは、やりたい仕

事に就けない、やりたい分野に移動できないといった視点があるんではないかという内容が

提示されておりました。 

  そこで、個人のパフォーマンスの最大化に関する取組について、促進要因としては、１番

目が公務員としての社会的役割の理解、２番目が個人のキャリアパス、３番目が他者からの

評価処遇。一方、阻害要因については、時間外勤務、それから管理職のマネジメントに関す

る負担、これは先ほど申し上げたものにも入っていますけれども、ハラスメント、特にこれ

はカスタマーハラスメントについてですといった内容がある中で、頂いた質問項目を見ると、

明らかに阻害要因に関してある程度絞り込んだ質問項目になっていないことから、恐らく回

答がぼやけた回答になってしまうのかなというのが想定されているので、これはお聞きして

います。 

  もう一つお聞きしたいのは、このアンケートをどのような形式で行ったかということです。

エクセルのシートを恐らく職員に送って、それを回収しているかのように聞いておりますが、

庁内でＤＸを進めると言っているようなことを考えますと、エクセルを配ってそれを集計す

るのには、それなりの手間がかかりますので、アンケートのアプリケーション等、無料でも

ありますので、そういったものを活用する予定はないのかといったようなことにも、まずお

答えをしていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） 総務課長、何点かございましたけれどもお願いします。 

○総務課長（高野秀男君） 真田議員の１つ目の職員とのコミュニケーションについてという

ところのアンケートの進捗状況のところでのご質問つきましては、議員がおっしゃったよう
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に、奥山幸子議員と回答のほうは一緒になります。 

  職員の意識調査と題しまして、７月11日から７月31日までの期間で実施をしております。 

  設問につきましては、先ほど奥山幸子議員の説明のときにおっしゃったとおり、席次のほ

うにありますアンケート調査のほうで実施をしたということになります。結果につきまして

は、ただいま集計中というところで、今後は、集計結果から得られた職場環境改善のために

必要と思われる取組内容を精査しまして、特別職、管理職が出席する会議の場において取組

方針などを協議して、その進捗状況について職員にも示しながら一歩ずつ取り組んでいきた

いと思っております。 

  その中で、先ほど何点かご質問があったんですけれども、今回のアンケートにつきまして

は、職員は全員対象にしております。ただ、今回は会計年度任用職員の方にはアンケートを

求めておりません。ただし、病院の職員の方にもアンケートのほうはお願いしております。 

  今回、職員の方に、このアンケートの職員意識調査を実施するに当たって、目的としまし

ては、職員の退職者が見られる中で、退職の要因を探るべく、職員の意識や職場環境に関す

る意見等を把握、集約し、それをもって職場環境等改善施策の検討及び実施するためにアン

ケートを実施しますということで職員の方にはお願いをいたしました。 

  阻害要因というふうな、そういったアンケートの中で、何かそういったものをちょっと見

えないじゃないか、ちょっとぼやけてしまうんじゃないか、そういったところの今ご質問が

ございましたけれども、今回は、意識調査というところ、初めてのこういった調査アンケー

トでもありますので、どこまでアンケートに盛り込むかというふうな検討もしたんですけれ

ども、まずは、今どういうふうに、アンケートに盛り込んだ内容を職員がどのように考えて

いるのかというところを、まずは知りたいというところが、今回のアンケートの趣旨となり

ます。 

  その中で、アンケートがまだ集計中というところで、どういった内容のものが出てきてい

るかということは、私も全ては見ておりませんけれども、議員がおっしゃったような要因の

ことが、いろいろと意見として恐らく書かれている内容もあるかと思います。そういったと

ころも分析したりとか、先ほど大学の先生の方が示した阻害要因等もあるというふうなお話

がありましたけれども、そういったところも見て、まずはアンケートの結果を見て、必要が

あれば、いろんなところ、改善ももちろんしますし、また場合によってはいろいろとまた職

員の中には意見を伺うということもあるかと思います。そういったところで進めていきたい

と思いますので、これから課題は洗っていきたいと思っています。 



－２９－ 

  アンケートにつきましては、紙で、今回はエクセルシートとか、そういったところでの対

応はせずに、紙でアンケートを書いてもらって提出をしていただいております。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ご回答ありがとうございます。 

  まず、会計年度任用職員に対してアンケートをしなかった、対象としなかったということ

なんですけれども、それはなぜでしょうか。会計年度任用職員の方も非常に大事な町の戦力

だと私は思っていますので、そこの方に聞かなかったというのは不十分ではないかと思いま

すので、もう一度、なぜ今回外したのかということをご説明いただきたいのと、今後は必ず

含めていただきたいと思っていますので、そのあたりは町長のほうからも、今後の考え方を

お示しいただきたいのが１点と、あとお答えいただいていないのが、看護師は、このアンケ

ートの中の職種の中で、どこに入るのかということをお聞きしたことの回答をいただいてい

ないかと思いますので、回答をお願いします。 

  あとは、今回取りあえず退職している方が多いので、そういった理由を探る上でも意識調

査から始めますというお話だったんですけれども、先ほど私が申し上げたように、ある程度

課題と、阻害要因と促進要因を絞り込んだ上で、もう一度、もしくは二度、三度と追加でア

ンケートを行うことによって、より問題点、もしくは今後なすべきことを絞り込んでいく必

要があると思いますけれども、そういったことを今後も引き続き進めていく考えがあるのか。

それとも、いや一回きりで取りあえずということなのか、そのあたりもご説明をお願いしま

す。 

○議長（山本忠志君） まず、総務課長から。 

○総務課長（高野秀男君） まず、会計年度任用職員の方を今回調査に入れなかったというと

ころなんですけれども、会計年度任用職員は登録制というところで、登録している人全部を

出すと500名ほどいらっしゃいます。その中で、当然実際毎月時間だったり、例えば１日だ

ったりとか、会計年度任用職員の方で働いている方というのは、ばらつきが、時間等もある

んですけれども、要するに、どこまで会計年度任用職員の方を取り入れるかをいうところま

での判断ができなかったというところは正直あります。調査をするにしても、本当に登録者

数全員にやるのか。それとも、毎月やっている人を対象にするのか。その月その月によって

勤務体系も違うというところもありますので、今回そこまでやりきれなかったというのが正

直なところでございます。 

  今議員の意見も聞いて、会計年度任用職員の方を対象にするには、どういったところまで
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やるのかというところは検討したいというふうに思います。 

  あと、看護師につきましては、調査意識調査票の医療職のところに入ります。 

  また、今後につきましては、アンケートの調査内容によっては、もちろん今後も職員の方

へのいろいろな意識調査、アンケート、意識調査というのはもちろん考えていきたいと思っ

ております。 

○議長（山本忠志君） １番、よろしいですか。質問網羅されています。回答は大丈夫ですか。 

  １番。 

○１番（真田幸久君） まだ、そもそも総務課レベルでの検討が終わっていないということな

ので、それ以上の回答はなかなか難しいんでしょうけれども、今後検討を進めていった段階

で、はっきりさせていただきたいのが、アンケート実施以前にある程度想定されていた課題

と、実際アンケート結果から見えた課題について、共通事項と見えていなかった課題という

のもはっきりさせていただいて、議会のほうにもご報告いただきたいというのが１点。 

  それから、明らかとなった課題について、マネジメント、いわゆる特別職の方々というか、

どういうふうに考えているのか、どう対応したいのかということも含めて、今後検討が終わ

りましたら、ぜひともできるだけ早く回答をいただきたい。遅くなれば遅くなるほど、やは

り組織はどんどん駄目になっていきますので、早急な対応を望みますし、そういった開示が

必要になるのが、こういったことの常だと思います。 

  また、先ほど促進要因と阻害要因のところで、促進要因で他者からの評価・処遇という話

がありましたけれども、こちらについては、以前の一般質問でも申し上げましたけれども、

360度評価の実施というものを、ぜひともお願いしたい。いわゆる上司からの評価だけでは

なく、部下もしくは同僚、ほかの課の方の評価といったものをきちんと拾い上げることによ

って、よい面もしくは問題点もよりはっきりしてくると思いますので、そういったものを今

後ご検討いただきたいです。 

  また、ハラスメントのところで、カスタマーハラスメントは特にですけれども、内外、庁

内、それから庁外、一般の住民の方向けですね。こちらに対して、マネジメント、これは課

長職という意味ではなくて、もっと上の特別職、町長や副町長、それから企業管理者、教育

長を含めた立場の方が、現場の職員を守る姿勢を明確にすることが非常に重要だと考えてお

りますので、そういった面も含めて、意思をきちんと外に対して示していただきたいという

ことをお願いしたいと思います。こちらは要望になります。 

  次に、２番目に。 
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○議長（山本忠志君） ２番、どうぞ。 

○１番（真田幸久君） 続いて、職員全般の年齢別対象状況についてです。 

  こちら参考資料として、Ａ４の横の数字のほうを出させていただきました。こちらは、総

務省のデータと、それから総務課のほうからいただいたデータを組み合わせて作ったもので

ございます。 

  総務省自治行政局が毎年度行っている地方公務員の退職状況等調査並びに総務課提供の提

出データ等によりますと、平成30年度から令和４年度まで、各期初の職員数に対する普通退

職者数比率について、八丈町は町村全体よりも一貫して比率が高く、かつ30歳以上35歳未満

は５年度中５年度、35歳以上40歳未満と42歳以上44歳未満は５年度中４年度、町村全体の比

率を上回っております。若手・中堅職員の離職者増加は八丈町にとどまらず全国的な問題で

ある一方、八丈町での状況はさらに深刻であると考えます。このような状況に関し、何が問

題であると考え、どのように対応したか。また、対応しようとしているのかの説明を求めま

す。 

  こちらは、先ほどのアンケートの内容とも重なりますけれども、これまでも町長や副町長、

それから各特別職の方々というのは、一般職員が仕事を続ける上での阻害要因と促進要因に

ついて、どのような認識を持たれていたか。また、この点に関するこれまでの対応と今後の

対応について、答えられる範囲で結構ですので答えていただけますでしょうか。可能であれ

ば、これはそれぞれの立場の人に、どのような問題意識を持っていらっしゃるか、そしてそ

れに対する対応は、これまでどのように行ってきたか。そして、今後行おうとしているのか

について、回答できる範囲でお願いできればと思います。 

○議長（山本忠志君） これはまず総務課長と、後ほど町長にも回答いただきたいと思います。 

  先に総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） それでは、真田議員の２つ目の質問に回答したいと思います。 

  八丈町職員の離職者は、町村全体の比率を上回っている。このような状況に関して、何が

問題であると考え、どのように対応をしようとしているかということについてです。 

  全国的に少子高齢化、労働に対する価値観の変化などの要因により、様々な業種で人材不

足が訴えられており、地方公共団体も例外ではありません。八丈町役場においても複数の部

署で欠員状態にあり、行政サービスとして求められる事項やその量が減らない一方で、業務

そのものに複雑多様化しており、少ない職員数で多くの業務に取り組んでいる状況にありま

す。 
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  ご指摘されています若手・中堅の職員が退職する理由は様々ございますが、大きな問題点

として挙げられるのは、さきに述べたような状況の中で退職者が現れると、より少ない職員

での業務に取り組むことになり、職員のモチベーションの低下や労働時間の増加及びメンタ

ルヘルスの悪化などを招き、退職者が出るという悪循環に至っている部分もあると考えられ

ます。 

  そうした状況への対応策として、これまでの取組としては、事務職を対象とした採用試験、

応募資格年齢の大幅の緩和、民間企業などの経験者を有する者を対象とした経験職採用枠の

創設、採用試験の随時実施による年度途中での採用により欠員の解消を図っているところで

す。 

  今後もこれらの取組を継続するとともに、さきの質問の回答にもありますけれども、今年

度実施した職員意識調査の結果を踏まえ、職員が働き続けたいと思ってもらえる職場環境の

構築に向けた取組を一つずつ着実に積み重ねていきたいと思っております。 

  以上で回答を終わります。 

○議長（山本忠志君） それでは町長、よろしいですか。 

○町長（山下奉也君） 今総務課長が回答したように、一番の理由は、今現在の理由は、私は

やっぱり総務課長が言ったように、欠員による仕事量の増による退職といいますか、そうい

う不満からという部分も往々にしてあるかなと思っております。 

  そういう中で、人間関係とか、職員同士、上司との、私が嫌だから辞めるという人もいる

かもしれません。議会対応が嫌だからという職員も確かにいました。そういう意味で、管理

職試験を受ける人数も少ないし、係長職を受ける人数も、そういう年齢に来ても受けない、

そういう部分もありますので、そういうものを総合的に勘案していきたいなと思います。 

  また、先ほど真田議員が、質問は終わりましたけれども、会計任用職員、本当に重要な仕

事をやって、今起案も会計任用職員が全部起案するという現場もございます。そういうこと

で、任用職員から職員になるという可能性もあります。そういう部分も含めて、地域おこし

協力隊も含めて、あらゆる部分を考えながら職員の増を図っていきたいと思っております。 

  また、アンケート調査というのは直接口頭で言えなくてもいろんな考え方が出てくると思

っておりますので、そういうものも継続していきたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

  １番。 
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○１番（真田幸久君） ありがとうございます。 

  重要な要因として業務量増加による負担増というのがありますし、それは私も認識してお

りますので、これは後ほどの質問にもつながりますけれども、ですので、最近のはやりで言

えば、ＤＸ化を進めることによって、そこにある意味予算を多く使って、今いる職員の方で

はなくて、この前の質問でも申し上げましたように、外部から人材を引っ張ってきて、その

方に例えば集中的に短期間でそういう対応を、町の職員の負担をできるだけ減らす形でやる

というような対応をしていただきたいと思います。 

  先ほどの話を聞いていると、採用増の話は出てきますけれども、退職者を減らすことに関

する対応というのがほぼ含まれておりませんでした。ですので、当初の質問にもあったよう

に、阻害要因が何であるのかというところをより深く見ていかないと、離職者を減らすため

には、どういった阻害要因を排除していくか。また、促進要因を今まで以上により高めてい

けるかということが必要になりますので、ぜひとも採用重視ではなくて、離職者をどう減ら

していくのかといった視点を大事にしていただきたいと思いますし、町長がおっしゃったよ

うに、会計年度任用職員の方の位置づけは非常に私重要だと思っていますし、そこで、逆に

一般職員、正規職員の方の問題点も会計年度任用職員の方の視点から見えてくる場合も多い

かと思いますので、アンケートに関しても、今後は必ず入れていただいて、どのような立場

の人が、どういった視点から、八丈町全体を見ているかということも、そういったところか

らきちんと把握をしていただければと思います。 

  続いて３番目です。 

  今度は職種別の状況についてです。企業職職員の退職状況につきまして、お渡しした紙の

ほうで、全体とそれから企業職という形で数字をお示ししております。企業職、これは主に

看護師になりますけれども、の普通退職者比率も令和元年度以降、八丈町が町村全体を大き

く上回っています。 

  また、令和３年度は企業職全体の２割近くが退職したというようなデータになっています。

コロナ禍であったことを考慮しても、尋常ではない数字であると考えます。当然、町村全体

でも増えていますけれども、ここまで離職率が高いことはございませんでした。これやはり

問題だと思います。 

  八丈町は、病院が企業職に入っているのでということをおっしゃるかもしれませんけれど

も、大本のデータ自体、町村全体でもいわゆる病院関係がほぼ８割とか、それぐらいを占め

ますので、そこの違いの要因というのはあまり考えられませんので、それを前提とした上で
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これを申し上げています。 

  こちらにつきましても、このような状況に関して何が問題であると考え、どのようにその

時点で対応し、また今後対応しようとしているのかを説明を求めたいと思います。 

  これはまた、アンケートまだ集計中ということですけれども、アンケート結果が出た場合

に、突出している要因、全国的に問題となっている要因と、八丈町として突出している要因

というのは恐らく分かれてくると思いますので、そういったものをきちんと認識した上で、

また開示をし、それに対する対応策をどう考えるかということを、将来的には結果の分析終

わった後にお願いしたいと思います。 

  また、アンケートにおける職業別の特徴として、特に企業職についての特徴を全体に対し

てどうだったかというのは、総務課のほうで集計が終わった段階でこちらも示していただき

たいと思います。ですので、企業管理者もしくは事務長のほうに今質問でお願いしたいのは、

どういった認識を持っていて、令和３年度、４年度について、どのような対応を行い、今後、

どのような対応を行おうとしているのかということを、ご説明をお願いします。 

○議長（山本忠志君） 病院事務長。 

○病院事務長（菅原宏幸君） 確かに退職人数、主に看護師ですが、真田議員のデータでは14

名となっていますが、実際の人数が、令和３年が看護師は８名、病院定数の13％ほどになっ

ています。令和４年度、５年度は３名ずつの退職となってございます。 

  ご質問の問題点、各退職届を出す場合、私も面談しまして、いろいろ状況を聞いておりま

すが、ここでは対応については控えさせていただきますが、様々な理由がございます。ただ

傾向から申し上げますと、ここ二、三年程度で当院に勤務されて退職されていく傾向かと思

われます。 

  今後も退職理由は慎重に調査して、改善等があれば経営会議等で諮り、解決してまいりた

いと思ってございます。ここの令和３年度でいろいろあって、私たち病院の中でも各委員会

がございまして、まず衛生委員会のほうで調べましたら、看護師の超勤、あとは休暇取得率

は突出してございません。休暇も取れていますし、超勤のほうもそこまで突出している超勤

ではございません。 

  まず３年度の衛生委員会で諮って、４年度の衛生委員会で、先ほど言われた退職の理由で

はないんですけれども、ハラスメントの勉強会等を実施しております。各委員会、医療安全

委員会とかいろいろあるんですけれども、各委員会では各勉強会を年に２回程度ずつ勉強会

等、毎月会議は実施しております。 
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  また、本年度経営会議の中で看護師の要望等も聞いてございまして、看護師からの要望等

も実際いただいて、経営会議でいろいろ検討しております。実際問題、問題点としては、先

ほど言ったアンケートが出れば、どういう医療職がというところが出てくると思いますので、

それをもって経営会議でもまた諮り、検討してまいりたいと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。 

  面談して退職理由を聞いているという話なんですけれども、これは先ほどの職員全体と一

緒で、辞めた人に理由を聞くんではなくて、今勤めている方が何を問題だと感じているかと

いうことを常に頻繁に聞くことによって、職場全体の流れが何か変わってきているのではな

いかとか、そういったことを捉える必要があるかと思いますので、これは今後も定期的に実

施していただきたいと思っていますが、いかがでしょうかというのが１点。 

  それから、各委員会、例えば衛生委員会というお話がありましたけれども、そこでも聞い

ているという話なんですが、そこでいろんなことを聞いているという場合の情報の入手方法

は、どういう方法を取っているのか。いわゆる無記名、匿名でアンケート等取っているのか、

それとも出席した各職種、例えば看護師さんとか理学療法士の方とか、そういった方の代表

が出てお話をしているというような方法論を取っているのか。その方法論によっては、本来

は出てくるべき意見が出づらくなってくるという問題もありますので、その方法論も教えて

いただきたいのと、あとハラスメントの話がありましたが、先ほどの話の中でもハラスメン

ト内外あると思います。内部、いわゆる医者と看護師との関係ですとか、看護師内の上司・

部下の関係もありますけれども、それ以上に病院内でも私はカスタマーハラスメントの問題

というのは非常に多くて、看護師なりの方が心が折れてしまうような状況も恐らくあると認

識していますので、そういったこともきちんと、カスタマーハラスメントの部分も情報を入

手し、それに対する対応をどうしようとしているのか。 

  あとは少しずれてしまいますけれども、外部からお医者さんに来ていただいています。私

も患者もしくは患者の付添いとして診察を受けたときに、かなりひどい対応をされる医者が

いることを認識しています。そういったものを病院としては、いわゆる利用者、顧客ですね、

病院に来ている方から、こういう問題があるんではないかといったようなアンケートのよう

なものを取って、医者の評価というものを派遣元に送ったりしているんでしょうかというの

を私はお伺いしたい。医者として、派遣している元についても、当然臨床の経験の場がある
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わけですから、その場できちんとした仕事をしているのかしていないのか。そういったこと

を伝えて、やはりできていない方には、大学等に戻った大学病院の中で、それ相応の処遇を

していただきたいですし、それが回り回って八丈町に来る医者の方のレベルアップにもつな

がるかと思います。 

  当然、全て患者が言っていることが正しいとは私も思いませんので、その辺は内容に応じ

て事務長なり、企業管理者のほうで内容を精査する必要はありますけれども、まずそういっ

たものを制度として行われているのか、そういうことも含めて、ハラスメントというものに

ついてどう考えているのかを教えてください。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） 病院事務長。 

○病院事務長（菅原宏幸君） まず、内容というところで、経営会議の中では看護師長とか、

いろいろな職種の方が入っておりますので、そこからのアンケートではないんですけれども、

情報をいただいたら退職の理由が、その理由を慎重に調査して、本人は言えないこともある

んじゃないかということで、確かにそういうことで、一応経営会議のそういうことがあれば、

慎重に調査して改善に向けて経営会議には諮っていくということになってございます。 

  あと、委員会のアンケートといいますか、委員会は各部ごとに各職種の医療職、コメディ

カルも入っていますけれども、そこでアンケートといいますか、病院を逆によくしていこう

という感じでやっていますので、そういう働き方の面ではアンケート等は取ってございませ

ん。 

  派遣元といいますか、ドクターの件はいろいろ確かに上がってきているのは事実でござい

ます。ただ、派遣で来ていただいて、患者さんとか、看護師がというところのいろんな働き

で、苦情といいますか、そういうところがあった場合は、各医局に話して、そちらのほうも

対応していただいて、その方を、派遣を代えていただくという対応もしてございます。 

  いろいろ対象があったところで、看護師のほうから要望がありまして、３年、４年といい

ますとコロナ禍だったので、ナーシング・スキルというネットで勉強できる、スマホでも勉

強できること、５年度実施しておりました。出張に行けないとかありましたので、本年度に

関しましてはいろんな形で、コロナも落ち着いてきましたので、各勉強等も出張に行ってい

る状況でございます。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） １番。 
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○１番（真田幸久君） ありがとうございます。 

  まず、現状を把握する上で、先ほどから申し上げていました、退職した人の理由を調べる

ことも大事なんですけれども、今働いている人が何が問題だと感じているかというのを、ぜ

ひとも積極的に情報収集をしていただきたいのと、当然対面ですと言いたいことも言えない

方が多いと思いますので、ぜひとも無記名で、そういった形で問題点があぶり出された段階

で、じゃ委員会のほうで、その点についてより深く議論をして、もう一度職員全体に戻すと

いうような形で委員会をやっていかないと、ある意味ある一部の意見、もしくはきれいごと

の意見だけが上がってくる可能性がありますので、そのあたりは負担が増えて大変ですけれ

ども、事務長、それから管理者のほうでリーダーシップを取っていただいてやっていく。ま

た、その姿勢を見せることが、職員の方のやる気、退職、離職の減少にもつながるかと思い

ますので、ぜひ退職者の上申ではなくて、今の方の問題点をきちんと把握し、解決していく

という方向でお願いをできればと思います。 

  続いて。 

○議長（山本忠志君） はい、どうぞ。 

  管理者。 

○公営企業管理者（奥山 勉君） 今のお話の中で、やはり看護師の方々が、すごい今、定数

といいますか、人数が助産師入れて29名、定数に対して、まず人が足りていない。マンパワ

ー不足というのと、あとやっぱりこの小さなコミュニティなので、八丈は。やっぱりプライ

バシーを確保するというのも、看護師の中で半分以上の方々は東京からいらっしゃっている

方なので、その辺でのプライバシーの確保とかいろいろ、今いる看護師さんたちがかなり不

満を持っているというところは、大体といいますか、あらかたその辺は把握はしてございま

す。 

  そのほかに、先ほど事務長からもありましたけれども、月１回経営会議というのを病院内

で行っていまして、これは私、あと事務長、あと院長、あと各部署の長の方々に集まってい

ただいて、今一番院長も気にしているのが、まずは看護師さんの確保の問題というところが

あるので、まずはマンパワーをどうしようかということで、今、看護師の派遣会社のほうに

もいろいろ連絡を取りまして、まだちょっと確定ではないんですが、数名、１名ということ

ではなく数名を長期で派遣していただけないかということでの依頼もしている状況でござい

ます。 

  やはり、そういったところで、会議の中でもいろんな話も出るんですが、そういったこと
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を各所属長、部長たちに流して、各部署へのこういった動きを今していますよということも、

医療職の皆様に伝わるようにはしていますし、またさっき議員がおっしゃるように、例えば

看護部だけで意見を吸い上げようとしてもなかなか出てこないんです。なのでその辺は、逆

に言うと違う部署の方に、この間もお話を聞いたら、こういった愚痴といいますか、そうい

ったのも言っている人もいるよというのも聞くので、これはもう病院のスタッフ全体の中で、

例えばどういうふうな話を誰々、誰というのは要らないんですが、こういったお話があった

ということは、そういった会議の場でみんなで共有をしましょう。そして、改善に向けて対

策を取っていきましょうということもやってございます。 

  一応、先ほど事務長からまたあったんですが、看護部のほうから、いろんな処遇改善の要

望等もあるんですが、その中で全国的に比較をしていきますと、まず休暇取得率、あと残業

時間、この辺は全国平均よりも八丈は上回っています。逆に年収的なものでいって、一応う

ちの看護師の主任級以上を抜いた状況での調査の中でも、一応全国平均年収を上回っている

という状況であるというのは、私もちょっと病院のほうから聞いておりますので、その辺は、

まだいろんな、多分比較しているものがもしかしたら違う場合もあるかと思うので、その辺

はまた細かく詰めて、いろいろ処遇改善に向け、処遇改善といいますか、検討として、職場

環境も、処遇改善も、その辺もやっていきたいというふうに考えてございます。 

  あと、先ほどのドクターの話。この辺も、一応病院内にもアンケートボックスというのを

設けていまして、住民の方からもいろいろご意見いただきます。そうした中で、やはりドク

ター、派遣のドクターに関しても苦情もございますので、その辺は、私というよりも、院長

先生のほうから、その先生に対して直接お話をしていただいているということもございます。

その辺で何回か注意していきながら、今は対応しているというところでございます。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。 

  今院長のほうが対応しているという話があったんですけれども、実際問題あるかどうかは

別の話として、院長自体に問題があったら、そこで話が止まっちゃうので、そこにお任せし

ちゃうのはどうかと私は思いますので、経営会議全般の中できちんと上げていただいて、や

っていただく方向にしていただきたいというのが一つと、先ほどの収入面の話は、全国平均

とおっしゃっているのは、看護師の全国平均の年収のことをおっしゃっているのか。その場

合、きちんと構成比とか、そういったものを比較した上で、それでも高いというのは私非常

に違和感があるので、もしあれでしたらデータを頂けないでしょうか。確認をさせていただ
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かないと、にわかには納得できない数字ですので、根拠となった数字を後でご提供をお願い

したいと思います。 

  あとは、経営会議に関して、例えば議員個人としては、私は無理だと思っているんですけ

れども、例えば委員会ベースとして経営会議に関してオブザーバーとして議会が関与するこ

とは制度上可能でしょうか。 

○議長（山本忠志君） 管理者。 

○公営企業管理者（奥山 勉君） その点に関しましては、一度病院のほうに戻りまして、確

認をして、また回答をさせていただきたいと思います。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） 結局、いわゆる病院という内部だけで話をしていると、本当かどうか

というふうに疑念を住民を含めて持ちますので、やはり第三者の目もちゃんと入っています

よ、病院の直接の関係者だけではないですよというのをきっちり出していただいて、例えば

１年に１回ぐらいですか、そういった外部の方を含めたものもあると思いますけれども、１

年に１回のそういった会議で実情が見えるのかというのは、私はそう思いませんので、ぜひ

ともそこは前向きに。法律等の制度で無理だというならしようがないですけれども、それは

ない、オブザーバーで参加できないという規制があると思えないので、そこは前向きに検討

していただければと思います。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） 次に進んでください。 

○１番（真田幸久君） いいですか。 

  次に大きな２番目ですけれども、ＤＸと行政改革についてということで、こちら①②とも

に３月、６月で質問した内容になります。 

  １番目、島嶼町村における事務事業の共同化等検討会についてというところです。 

  今年３月議会にて、令和２年からは島嶼町村を取り巻く社会環境の変化と町村の組織の現

状を踏まえ、事務事業の共同化等に関する検討を東京都や各町村及び関係者により推進する

ために、島嶼町村における事務事業の共同化等検討会が設置され、各町村のシステムに関わ

る業務を中心に、細部にわたる業務フローの現状把握と分析が行われているとの回答があり

ましたが、分析結果と結果を踏まえた上での八丈町としての対応について説明をお願いした

いと思います。 

  また、島嶼町村における事務事業の共同化検討会の位置づけについてですけれども、東京
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都等の入札情報を見ますと、発注元は東京都財務局と東京都島嶼町村一部事務組合となって

おりまして、この検討会の位置づけというものがはっきりしませんので、この検討会という

ものの位置づけを教えていただきたいと思います。こちら口頭で、例えば説明するのが無理

であれば、後ほど資料を議員に提示していただくというような、そういった対応でも結構で

ございます。 

  この中で、実際に行っている中で、全ての島嶼部が参加しているわけではなくて、大島町

や神津島村は参加していない案件もございました。入札情報を見ると。これは、それぞれど

ういったことでそういった違いが生じているのか。また、ローカルガバメントクラウドとの

関係性について、こちらも説明が難しいということであれば、そういった資料があるのであ

れば、後ほど資料の提示でも結構ですので、説明もしくは資料の提示をお願いします。 

○議長（山本忠志君） これについては、企画財政課長。 

  １番議員。質問の時間は１時間と決められていますので、10時半から始まったので、あと

10分少々なので、少し質問も手短にやってください。 

  では課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 時間が限られているということで、ちょっと早口で回答し

たいと思います。 

  まず、共同化への検討会なんですけれども、これは各島の首長クラスで構成されています。

その下に共同化等検討会幹事会というものがありまして、ここが副村長クラス、課長クラス

が構成されています。その下に、また共同処理分科会というものがございまして、ここに課

長、係長クラスが入っています。さらにその下に、各業務のワーキンググループというのが

業務担当者で構成されています。ちょっと複雑になっていますので、後での資料の回答とさ

せていただきます。 

  まず、状況としまして、７月１日に共同化等検討会幹事会が開催されました。さきに説明

しました副村長クラスの会議となります。この中で、昨年度やった検討結果の報告がされま

して、８月６日になります。８月６日に東京都と八丈町の事務担当者との間で意見交換会が

八丈島で行われています。大島と神津島が入っていないということなんですけれども、いろ

いろ各島事情がございます。大島さんは、大体ほかの島、我々もそうなんですけれども、日

立のシステムを使っているんですけれども、大島だけは日立ではなく、別の会社のシステム

を使っているということと、神津島は、もともとそこに力を入れていたということで、デジ

タル化に。独自でいろんなシステムとかを作って、もともとやってございました。 
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  そういった各島々、それぞれ事情が違うと思うんですけれども、この事業を進めるといっ

たときに、その島にとって必要か必要ではないという判断の下、そこの事業に関しては参加

されていないという、去年行ったそこの項目の事業については参加されていないという状況

でございます。 

  町の今後の対応といたしまして、現在進めています国のシステム標準化や共同化事業、今

質問にある共同化事業における町職員の業務負担等も考慮しまして、９月１日より、我々企

画財政課の中、今まで企画情報係というものだったんですけれども、そこを企画係とＤＸ推

進係と明確に分けまして、そこのＤＸ推進係というところにおいて、まとめて全庁、八丈町

で実施するＤＸ、デジタル化を、ここでまとめた調整業務等を実施していきたいということ

を今考えております。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。 

  いわゆるＣＩＯとか、情報官と言われるような立場を置いたということですね。ありがと

うございました。 

  時間もないので、次の２番のほうにいきたいと思います。 

○議長（山本忠志君） 次、どうぞ。 

○１番（真田幸久君） 今年度の東京都による町村支援についてですけれども、６月19日に事

業説明、町の現状把握、業務の選定に向けた打合せを実施予定とのことであったんですけれ

ども、これはどういった内容になって、今後どうするのかというスケジュールについて分か

る範囲で教えてください。 

  また、今年の３月28日、東京都デジタルサービス局が発表した東京デジタルファースト推

進計画（第二期）というものがありますけれども、こちらのほうで区市町村との連携・協力

についてということで、３つほど大きな切り口が書いてあって、それに対して令和５年度ま

での取組成果、そして令和６年度から８年度までの計画というものが出ていますので、時間

の中でお話ししていただけるならしていただいて、できないのであれば、後ほど文書でも結

構ですので、その内容をお示しいただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 町村支援についての質問に回答しようと思います。 

  まず、６月19日にデジタルサービス局ガブテック、その受託業者が来島しまして、事業説

明と意見交換を実施しております。その中で、ほかの町村での先行の取組、15事例の中から
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ウェブフォームを利用した申込みの効率化というものを八丈町が選択しております。これに

ついて、８月27日にウェブ会議にて具体的な支援の提案を受けてございます。 

  こういった結果から、今年度、今からウェブフォームの活用促進に向けた支援というもの

を今お願いしております。 

  今後の予定ですが、体験会の開催、対象業務の検討、フォームの作成と実践、効果検証の

流れで進めていく予定となっており、具体的なスケジュールについては、今現在調整中とな

っております。 

  なぜこれを選んだかということをお話させていただきますと、先ほど真田議員の職員アン

ケートの話でもあったんですけれども、うち、このウェブフォームの利用を進めていきたい

と考えています。 

  ちょっと一例出したいと思うんですけれども、いろいろ今町でウェブフォーム使ってやっ

ています。一つは、お仕事掲示板の電子申請、島民割引カード、あと温泉の顔パスの実証ア

ンケートだったり、空の日のバックの色のアンケートをやったり、今ちょうど台風７号の対

応の職員にアンケートを今取って課題抽出したり、結構ウェブフォームをどんどん使ってい

きたいなと考えています。 

  ちょっと一例ですけれども、島民割引カードがこのウェブフォームを入れたことで、令和

５年度になりますけれども、申請件数が2,493件、このうち1,200件の方にオンライン申請し

ていただきました。全体でいうと48.1％です。これが１件当たり大体５分ぐらい窓口業務が

あります。申請に来ると。そういった過程で、オンライン申請件数1,200件分で考えますと、

100時間の業務の負担を軽減できたということになります。 

  こういったのもありますので、先ほど職員アンケートの話もありましたとおり、やはりこ

れをどんどん町で進めて使っていこうということで、今年度、このウェブフォームの活用促

進というものを選択させていただきました。 

  国が示しているとおり、本来デジタルサービス局が来て、計画のほうなんですけれども、

話合いが行われる予定だったんですけれども、ちょうど台風でキャンセルになってしまった

ので、また改めて来島していただく、今調整を取っているところになります。よろしくお願

いします。 

○議長（山本忠志君） １番議員ございますか。よろしいですか。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 山 下 則 子 君 
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○議長（山本忠志君） それでは、午前中にもう一方、５番の山下則子君、どうぞ。 

○５番（山下則子君） 私のほうからは、島外医療機関通院交通費補助金の見直しをというこ

とでお聞きしたいと思います。 

  本年度より島外医療機関への通院交通費補助金制度が大きく変更になりました。対象者に

変更はありませんが、変更された点について伺います。 

  １番、昨年度までの通院日、上京及び帰島日に規定なしから、原則として受診日前２日、

受診日後（退院後）２日の範囲内となったのはなぜでしょうか。 

  ２番目として、１人１回の往復につき１万4,170円から八丈島～羽田、竹芝間の往復交通

費の実費合計の２分の１相当額へ、医師証明書の文書料の全額から医師証明書の文書料の２

分の１相当額へなったのはなぜでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） それでは、島外医療機関通院交通費補助事業に関するご質問

について回答をいたします。 

  本事業の制度改正の詳細につきましては、本年２月の全員協議会における当初予算説明の

際に一度ご説明させていただいておりますので、内容が重複いたしますことをご了承くださ

い。 

  この事業は、八丈町独自の事業として平成23年度より始まったもので、本年度からの制度

改正は、平成30年度に申請回数を年間１人当たり２回までと改正して以来の６年ぶりの大幅

な見直しでございます。 

  今回の制度改正は限られた財源を基に、なるべく多くの島外通院が必要な患者さんに補助

金を交付できるよう見直しを図ったものです。また、現在都内島嶼部の各町村がそれぞれ単

独事業として同様の補助制度を実施していることについて、島嶼部と内地の医療格差の是正

のため、共同の要望事項として東京都に財源補助の制度化をお願いしておりますが、町村ご

との制度内容にばらつきがあることが課題となっていることから、平準化を図るという意味

合いもございます。 

  具体的には、障害のある方や難病認定を受けている方が島外医療機関へ定期的に通院する

場合の助成回数を、これまでの年２回から年６回までに拡大するとともに、通院患者の付添

人については、中学生以下の小児の場合のみ対象としていたものを、重度の身体障害者や要

介護３以上の高齢者等についても付添人を補助対象に追加いたしました。 

  一方で、これまで制限のなかった補助対象となる上京の期間について、通院目的から外れ
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る旅行やレクリエーション等を兼ねた長期滞在の申請を抑制するため、原則として受診日前

２日、受診日後２日の範囲内に限らせていただき、証拠書類となる交通機関の領収書や搭乗

券などを精査させていただくこととしました。 

  これは、ほかの島では、船中泊を含めた前後２日間ずつ、あるいは前後３日間ずつとして

いる例に倣い設定したものでございます。通常の受診であれば、何事もなければ前後１日ず

つの日程で可能と思われますが、体調が優れない場合や気象状況が優れない場合も勘案して、

前後２日間までを原則としております。 

  また、補助金の算定基準について見直しを図り、これまで、大人、子供の別や船・飛行機

の利用のいかんにかかわらず、１人当たり航空運賃の島民割引・アイきっぷの大人片道分に

相当する１万4,170円を定額で交付していた交通費と、全額補助していた島内の医療機関が

発行する島外通院を認める証明書の発行手数料について、どちらも実際に支払った金額の２

分の１の額の助成と改めました。 

  交通費の補助額を実費負担額の２分の１に改めたことについては、格安航空券や無料航空

券の利用者、あるいは船舶の利用者について、この事業本来の考え方である交通費の半額補

助として平等に運用するためのものであり、他の島の制度と足並みをそろえたものでござい

ます。 

  また、医師証明書の文書料の補助額につきましては、八丈町を除く島嶼部の中で証明書や

診断書等の文書料を補助対象としているのは、大島町のみ1,000円の補助があるだけで、ほ

かの島は全て自己負担となっている中、当町の１通当たり3,300円の全額補助は突出した内

容となっておりました。これを２分の１補助とすることで、約100人分の交通費の補助に回

す財源を生み出せることから、今回設定をさせていただいたものです。 

  これらの制度改正の結果により、今年度はこれまで申請者数が前年比で約２割減少、交付

金額は約３割減少となっております。また、申請者の４割以上の方がアイきっぷより安い割

引料金で交通機関をご利用になっていたため、査定により補助金額を減額して交付したとい

う状況でございます。 

  先ほども申し上げましたように、今回の改正は限られた財源を基に、なるべく多くの島外

通院が必要な患者さんに補助金を交付できるよう見直しを図ったものでございますので、財

源に余裕が生じれば、今後、患者さんの病状に応じた補助回数の拡大などに回すことを検討

していきたいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○議長（山本忠志君） 再質問ございますか。５番。 

○５番（山下則子君） 今回、昨年度と今年度の違い、今課長から説明があったんですけれど

も、付添者については、昨年度まで中学生以下の者に対して１名ということであったんです

けれども、今回は、愛の手帳１、２度、要介護３、４、５度等増えたことは大いに進んだと

感じています。よく決断してくださったと思いました。ただ、この介護度数３、４、５とい

うのは、ベッドから動けない方だから付添いがついていくのは当たり前の方なんです。愛の

手帳１、２度という方々もそうなんです。だから当たり前といえば当たり前のことかなと思

って、欲を言えば、もっとこの介護度がなくても、高齢になれば息子さんや娘さん、また配

偶者の方が一緒についていくというのは常だと思いますので、そういう方たちまで助成を対

象としていただけたら一番うれしいことかなと思っています。 

  補助回数なんですけれども、これまで最大２回だったのが難病認定、手帳認定が最大６回

までとなりました。これはもう拍手ものだと思います。今まで難病認定の方、私の知り合い

にもいらっしゃいますけれども、その方にお話ししたら、まだ知らなかったということがあ

りました。でもよかったと思います。 

  あと、交通費対象期間ですけれども、通院日の前２日、後２日になったんですけれども、

これはちょっと引っかかりがあるんですよね、私の思いとしては。例えば高齢になると、ほ

かの病気ということで、ほかの医療機関、島外の医療機関にも受診しているという方はいら

っしゃるんです、現実に。そうすると、１人１年に１回、２回、同じ病気じゃないといけな

いとなると、じゃ行ったときに、ほかの病院にもかかってこようと思うのは当然のことじゃ

ないかと思うんです。なので、その受診日の前２日、後２日となると、ほかの病院が例えば、

もう受診の曜日が決まっているとか、先生が決まっているとかとなると、なかなかもうちょ

っと期間が欲しいということになると思うんです。 

  それなので、課長がおっしゃったように、旅行やレクリエーションと合わせて行くという

方は、私としてはそんなことはとんでもないことだと思うんですけれども、例えばの話、私

に関して言えば、じゃ島外受診したから、残った時間をショッピングに行こうとか、どこそ

この八丈町ではない買物をしようとか、そういうことはごく普通のことではないかなと思う

んです。それなので、やはりこの交通費の対象期間というのは、以前と同じように期間なし

のほうが、制限なしのほうがいいのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

  あと、補助額についてなんです。これは課長おっしゃったように実費相当でいいと思いま

す。飛行機で行かれて、夜船に乗る。でも、その実費相当の半分が出るんであれば、お得か
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なという感じがするんです。飛行機分はちょっと減ってしまうけれども、その分、やはり誰

でも公平に見るという点で言えばいいかなと思います。 

  ですけれども、私の納得できないのは医師証明書の文書料、これ町立八丈病院で医師に出

していただくと、窓口で3,300円支払っています。これが今まで窓口で払って全額戻ってく

るからこそ3,300円という高額だなと思っても払っていたんです。これはただ医師が認めま

す、認めませんよみたいな、認めるという証明書なわけですよ。文書料といっても。例えば

これが内地の病院受診の紹介状だったら3,300円でも仕方ないかと思うんですけれども、そ

れがただ島外受診の受診のための証明書なのに3,300円支払って、1,650円ですよね、半額だ

から。それしか戻ってこないというのは、1,650円支払うというのはすごく抵抗があります。

ただの証明書なわけだから、普通の住民課でもらうような住民票とか、そういう類いの証明

書料と同じような数百円で済むような証明書料だったら納得がいきますけれども、全額負担

でもいいと思います、何百円だったら。だけれども3,300円ですよ。課長は大島とおっしゃ

いましたけれども、大島に聞いたら、大島のそういう証明書料というのは1,000円だそうで

す。病院で出してくださる証明書料。それに対して1,000円戻ってくるんです。全額。ちょ

っとそこをいいように町のほうは解釈しているんじゃないんでしょうか。全額戻ってくるん

ですよ。なので、この文書料というのは、そもそも3,300円も払うというのはちょっと抵抗

あるし、そこも考えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） まず、今回の制度改正につきまして、一定のご評価をいただ

いたということで、大変ありがたく思っております。 

  まず、今回の件で再質問をいただきましたのが、上京している期間のことでございます。 

  まず上京中に、確かに医師の発行する証明書は、年間に一つの疾病についてのみ発行しま

す、１回だけ発行しますということになっておりますが、実際の運用では、上京した際に、

内科と整形外科と耳鼻咽喉科といろいろかかるという方に関しては、それも全て今回の期間

の中で認めております。複数回、１回の上京の中で受診をする場合は、その間隔が７日間以

内ということで限らせていただいておりますが、そのようなことで運用しておりますので。

これは、当初実は想定していなかったことで、実際そのような申請があって、さあどうしよ

うかということになって話し合って、では認めるという、運用をしていこうということでご

ざいますので、広報折り込みなどで皆さんに周知した中には詳しく書かれていないんですけ

れども、実際はそのような運用をさせていただいておりますので、そういったことも周知を
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広げていきたいなと思っております。 

  あとは、この期間について、前２日、後２日という制限の撤廃をということでございます

が、やはりここのところは、どうしても旅行やレクリエーションを兼ねているのではないか

という方、制度改正後も多くいらっしゃいます。そういった方に関しては、前２日、後２日

を超えた部分に関しては補助対象外ということで、片道分のみ、片道の半額というような形

をもって対応させていただいておりますので、そのあたりは公平性ということでご理解いた

だければと思います。 

  ２点目、医師の証明書の部分でございます。 

  この部分は、先ほども説明しましたけれども、八丈町の場合、町立病院では１通3,300円

文書料がかかるということでございまして、限られた財源の中で、なるべく多くの方にこの

交通費助成を行いたいという考えもございまして、２分の１の補助額とすることで約100人

分の交通費の補助に回す財源を生み出せるということで、今回設定をさせていただいたとい

うことでございます。 

  島内医療機関の医師の証明書というのは、この事業の対象となる、やむを得ず島外の医療

機関へ通院しなければならない患者であることを証明するものでございまして、医師の判断

で証明書の交付を決められることによりまして、島の医療体制を守るということにもつなが

るものでございます。何でもかんでも島外の病院へということになると、島の病院いらない

よねということにもなってしまいますので、島の医療体制を守るという意味合いもあって証

明書を添付ということにしております。 

  しかしながら、実際の運用の中では、例えば町立病院にかかりたくないからとか、内地の

病院にどうしても行きたいからといったことを望む患者さんの健康と生命を守るために、ど

うしても島内で治療できるような簡単な疾病でも証明書を書かざるを得ないというお医者様

の苦しい立場もございまして、また、これまでは文書料が申請後に全額返還されるというこ

ともございまして、患者さんも気軽に証明書を要求するようになっていたということで、何

のための証明書なのかという課題が生じておりました。 

  このことについては、島の医療体制を守っていくために、どのような方法がよいのか、証

明書以外の方法はないのかといったことも、今後検討していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） 再々質問ございますか。５番。 
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○５番（山下則子君） ありがとうございます。 

  やはり最初にこれしか見ていない人は行けないんだと思っちゃうと思うんですよね。なの

で、やはり早く周知するという、この島外医療に関して、医師が認めた病状以外のほかの受

診も、その期間に行っていただいて結構ですよというのが、皆さん分かっていないです。 

  それなので、その周知をちゃんとしていただくというのは、町民の立場にしてみれば大事

なことだと思うんです。だから、行けないからどうしようか。やっぱり自分が行った航空券

の片割れしか持って行かないとかあると思うんですね。それなので、要望ですけれども、そ

の辺の周知の仕方については、きちんともう一回周知していただきたいと思います。 

  あと宿泊のことなんですけれども、八丈町は宿泊代の助成というのはないですよね。ほか

の町村ではあるかと思います。なので宿泊代の助成があれば、どれだけ宿泊したかというの

も分かるし、遊びで行っているのか、かこつけて行っているのかというのが多分分かると思

うんですけれども、宿泊代の助成がないのに、対象期間が前２日、後２日というのは、ちょ

っと私も納得できないので、もうちょっと検討していただくべきことじゃないかなと思いま

す。 

  あと、医師の証明書の文書料、これ3,300円よりももっとお安くならないんでしょうか。

そこを聞かせてください。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） まず、周知が足りない部分につきましては反省しております。

なるべく早く、こういった運用で付け加えた部分、周知を図るようにしてまいりたいと思い

ます。 

  また、宿泊助成に関しましては、ほかの島でも行っておりますが、ほかの島の場合、交通

費が例えば2,000円とか4,000円とか、八丈町に比べて単価がかなり安価で済むという部分も

含めて宿泊助成もプラスで出している部分があると思いますが、八丈の場合、なかなか交通

費の単価が高いものですから、なかなかちょっと難しいのかなとは思いますけれども、その

あたり、今後の課題ということで考えていきたいと思います。 

  証明書の手数料につきましては、これは病院のほうでお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 病院事務長。 

○病院事務長（菅原宏幸君） 先ほどから3,300円、それは条例でちゃんと決まっていますの

で、証明書は2,000円の税と書いています。そこをちょっと条例で決まっているものは変え

られないと思われます。 
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（発言する者あり） 

○病院事務長（菅原宏幸君） そうです。特殊診断書が3,000円に税という感じですから、決

まっております。 

○議長（山本忠志君） 以上で３回の質問と回答が終了いたしました。 

  ここで休憩に入ります。 

  午後１時から午後の部を開会いたします。それまでにお集まりください。 

（午前１１時５２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（山本忠志君） 時間になりましたので、再開したいと思いますが、その前に、先ほど

１番議員、真田議員の質問の発言の中で、    という人権上ふさわしくない言葉が使わ

れたということで、これについてはふさわしい言葉に差し替えて記録に残すようにお願いし

たいという旨が真田議員のほうからございました。そのように係の方はよろしくお願いした

いと思います。 

  それでは、議事を進行いたします。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 浅 沼 清 孝 君 

○議長（山本忠志君） 一般質問、４番、浅沼清孝君。 

○４番（浅沼清孝君） よろしくお願いします。 

  私からは、漁業後継者の育成のために住宅費の補助をお願いしたいです。 

  八丈島の農業は、農業育成研修センターなど手厚い補助制度があり、11名の後継者が八丈

島に定着するなど、すばらしい成果を上げていると考えております。それに比べて、八丈島

は目の前に漁場があるにもかかわらず、漁業者の後継者育成がほとんど見られない現状であ

ります。 

  ある漁業者の話によると、漁師として一人前になるには５年を要し、船主として一人立ち

するときのために、見習い期間に船の購入費を蓄えさせたいが、生活費に圧迫されてなかな

かたまらないようである。そのため漁師として意欲を持ちながら断念し、内地に戻らざるを

得ない若者もいるとのことであります。 

  漁業は農業と同様に八丈島の産業として欠かせない産業であり、せめて５年間だけでも住

宅費の補助制度を整えてもらいたく、町の考えをお伺いいたしたいです。よろしくお願いし
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ます。 

○議長（山本忠志君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（大川和彦君） それでは、４番、浅沼清孝議員の質問にお答えいたします。 

  制度といたしましては、東京都が実施するもので、東京の漁業を支える人材育成事業費の

補助金という事業がございます。この中に、民間住宅に賃貸で入居している漁業就業者に対

して家賃補助事業があり、補助率は家賃の５分の４以内、月額で５万6,000円を上限とし、

漁業に就業してから５年以内の期間を補助対象とするものがございますので、こちらの制度

のほうをご検討いただければと思います。 

○議長（山本忠志君） 再質問ございますか。 

  ４番。 

○４番（浅沼清孝君） その制度は私も知ってはいますけれども、ちょっと足りないんじゃな

いかということと、あと民間でないと補助金が出ないということなので、町の住宅でどうに

かやっていただけないかということを考えていただきたいと思うんですけれども。 

  制度に対して漁業者にどれだけアピールしたかどうかということを、産業課のほうでどの

ようにやったかとか、組合には伝えているということは聞いているんですけれども、漁業者

に対してプリントを配ったりなんだりして説明したことがあるかどうかということに対して

もお聞きしたいんですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（大川和彦君） 補助の率に関しましては５分の４で５万6,000円ということ

ですので、それ以上の部分というのはなかなかちょっと、一般の企業でも大体３万円ぐらい

が家賃補助の上限かな。八丈町であっても２万8,000円というのが家賃補助の上限がありま

すので、それ以上の手厚い補助というのはちょっと考えづらいと思います。 

  また、町営住宅に関しましても、住宅費は前年度の収入等に応じて変わってきますので、

また町営住宅というのはもともと低所得者向けというような目的があって、そもそも住宅の

使用料の設定が安くなってございます。その部分がございまして、今現在、実際に入居され

ている漁業従事者の方でも大体１万円ちょっとぐらいの金額の方が多いというふうに伺って

おります。ですので、その部分からまた補助をというのは、またそれも均衡の原則から反す

るということもありますので、その部分もちょっと難しいのかな。 

  また、周知に関しましては、事業自体がこちらのほうは東京都が実施主体となっており、

その窓口としてありますのが、島嶼の町村が窓口になるものが家賃補助だけでして、それ以
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外のものが東京都漁業協同組合連合会という、都漁協が加盟している漁連と言われる都漁連

ですね、そちらのほうがリーフレット等をつくって各漁協のほうに配布をしているというよ

うな形になっておりますので、そこから先の、すみません、漁協を通して皆さんに説明会と

かというのは町のほうでは実施したことは私の記憶ではございませんので、ご理解いただけ

ればと思います。 

○議長（山本忠志君） 質問ございますか。 

  ４番。 

○４番（浅沼清孝君） 東京都の制度があってやるということじゃなくて、私が聞きたいのは、

町がこれから後継者に対しての応援とか、そういうことを考えているかどうかということを

お聞きしたいんですけれども、それに対してお伺いしたいんですけれども。 

  町としてやるべきこともあるんじゃないかと思うんですけれども、組合とかそういうのに

投げるんじゃなくて、町自体でこの制度を応援しようとか、金は出さなくても応援とか知識

は与えることができるんじゃないかと思いますんで、その点のお考えをよろしくお願いしま

す。 

○議長（山本忠志君） 回答を求めますか。 

○４番（浅沼清孝君） はい。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（大川和彦君） 当然、全て東京都や漁協にお任せというわけではなくて、町

は各種団体、農協もそうですし、漁協とも一緒になって皆さん新規就業者の募集とか、フォ

ローというのはしていくということで今現在も行っています。 

  新規就業者の漁業体験に関しましても、島しょ振興公社が行っている漁業就業体験に対し

て町も協力して意見聴取であったり、町のインフラの部分であったりとかというのを説明し

たり、一緒に情報交換とかをして、受入れの体制に関しても話を一緒に行っておりますので、

当然後継者の育成というのは町の大きな課題でもありますので、そこら辺は町も一緒になっ

てやっていくということは、今までもこれからも変わりはございません。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 岩 﨑 由 美 君 

○議長（山本忠志君） それでは、続きまして、８番、岩﨑由美君。 

○８番（岩﨑由美君） 今回は私は大きな質問１点だけです。 

  台風における避難所の対応などについてお伺いいたしたいと思います。 
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  昨今の台風は、かつてとは大分様相が異なってきたように思います。確実に言えることは、

海水温が高くなり、台風が発達する傾向にあるということではないでしょうか。 

  さて、今年の台風７号は確実に八丈島に近づくことが予想されました。これに対し、８月

14日以降、町役場において台風対策会議が開催され、避難所の開設や情報提供等の対応がな

されました。今回は予想されていた以下というか、幸いにも当初の予想とは異なり、八丈町

に大きな被害をもたらすことはありませんでした。 

  しかし、８月の熱中症のリスクが高い時期でもあり、避難所において空調など必要な設備

が十分であったか、このあたりの台風の対応等について質問したいと思います。 

  まず、小さな１点です。 

  避難所各所の避難者人数及び年齢、家族、個人などの構成はどのようでしたでしょうか。

まず、これについてお伺いしたいと思います。 

○議長（山本忠志君） 一問一答です。総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） それでは、８番、岩﨑由美議員の台風における避難所の対応につ

いてということで、１つ目の避難所各所の避難者人数等についてご報告いたします。 

  台風７号での避難所での避難者数については、まず、全施設で81名いらっしゃいました。 

  三根公民館は、避難者数が21名、年齢のほうは一応大きくくくっての回答となりますけれ

ども、20歳以上60歳以下が２名、60歳以上が19名、個人で、１人で来られた避難者が19名、

複数で来られたのは１組でした。 

  三根小学校体育館は、同じく避難者が21名、20歳以下が３名、20歳以上60歳以下が15名、

60歳以上が３名でした。個人での避難が８名で、複数で来られたのは５組でした。 

  町役場への避難者は34名で、20歳以下が１名、20歳以上60歳以下が９名、60歳以上が24名、

個人での避難が22名で複数で来られたのは５組でした。 

  三原小学校は、避難者が２名で、お二人とも60歳以上、複数で１組という形で来られまし

た。 

  末吉公民館は、避難者は３名で、３名とも60歳以上、個人での避難が１名、複数で来られ

たのが１組になります。 

○議長（山本忠志君） 続いて、８番。 

○８番（岩﨑由美君） ありがとうございます。 

  今回はそんなに大きくない台風かもしれないというのも予想されたのですが、81名という

ことで、意外に多かったなと私は感じました。 
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  避難所各所の想定する最大の人数というのは、大体各地域でここの人がこのぐらい避難す

るであろうとか、その辺の人数というのは把握されていますか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 各避難所で最大の収容人数というのは平米数で出しております。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 分かりました。ありがとうございます。 

  次の（２）に行くわけなんですけれども、末吉公民館や三根小学校の体育館など、クーラ

ーのない避難所がありますが、今回、暑さや熱中症対策は十分だったでしょうか。 

  また、万が一停電が起きた場合のバックアップ電源とか、そういうことは検討されていま

すか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） ２つ目の質問に回答いたします。 

  今回、台風７号で、三根小学校体育館へは先ほども回答しましたけれどもキャンパーが21

名、末吉公民館には３名の方が避難しました。この熱中症対策というところで、いろいろと

言われている部分でそれが十分だったのかというと、それが十分だったとは言えないところ

はありますけれども、施設の構造上、暑さ対策として三根小学校体育館では送風機や以前よ

り使っておりますスポットクーラーを、また一時窓を開けるなどの対応をしております。末

吉公民館では、扇風機とスポットクーラーを使用して暑さをしのいでもらいました。今回は

幸いにも熱中症を訴える方はいませんでした。 

  なお、停電対策としては発電機のほうを配置しております。 

  以上で回答を終わります。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） すみません、最後もう一遍お願いします。 

○総務課長（高野秀男君） すみません、ちょっと聞こえなかったと思いますが、停電対策と

して発電機は配置しております。 

（岩﨑議員「分かりました」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） スポットクーラーとか扇風機とかで対応して、停電時は発電機という

ことなんですけれども、やはりなるべく快適に過ごせたほうがいいかな。三根小学校の体育

館はキャンプ場の人たちとか対応していると思うんですけれども、キャンプ場の人たちは元
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気な人が多いのかなと思うんですけれども、例えば末吉公民館なんかはできればクーラーと

かがあったほうがいいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 避難所に、実際末吉公民館は２階が避難所になるんですけれども、

今回は３名ということで、当初はやはりテレビなんかでも大きく、もう最大瞬間風速60メー

ター吹きますよとか、そういった報道もありましたので、避難者数は正直思ったより少なか

ったなというふうな印象があります。 

  今後対応としましては、我々のほうで今後熱中症対策として考える中では、まずは今回１

日で終わったんですね。避難生活は１日で終わったというのもありますので、今回のろのろ

台風、沖縄なんかですとのろのろで３日とか、そういったかなり避難所の生活が皆さん大変

な思いをされているところだと思います。そういったことも予想されますので、クーラーの

ある施設への、末吉の方に関しましてはそういった搬送というのをまずは検討したいなとい

うふうに思っております。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 今回３名ということで、その人数だと広々と使えてある程度涼しかっ

たかなと思うけれども、そうじゃない場合も絶対想定されるので、その辺は今後ご検討、ご

配慮いただければと思います。 

  それで、次いきたいと思うんですが、防災無線では、避難をされる方はマスクや薬など必

要なものをご持参の上、暗くなる前に早めの避難をお願いしますとのアナウンスがありまし

た。 

  ただ、飲物持ってこない人とか、食べ物持ってこない人とか、いろいろいると思うんです

ね。お薬は皆さんお水と一緒に持っていくかもしれないんですけれども、避難所では多分防

災食とかそういうのはあると思うんですけれども、例えば今回夜でしたよね。夜台風が通過

するときは当然食料も必要になる場合があると思うんですが、この辺の注意喚起、またはも

し持ってこなかったら、その辺の皆さんへのご対応は十分かどうかお伺いします。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 今回、避難されている方を見ますと、皆さんやっぱり避難所での

自分なりの用意をして来られていたなというふうなところです。飲物だったり食べ物は持参

されて来ている方がほとんどだったと思っています。 

  ただし、先ほども言いましたけれども、やはり避難所開設してから避難所が終わるまで、
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どの時間まで避難所いなきゃいけないのかという、そういった時間は確かに読めないところ

もあるというところで、町としましても水、ペットボトルのほうは各避難所のほうに職員の

ほうが持っていっております。 

  また、食料についても同じく避難所のほうには、あるものしかないんですけれども、そち

らのほうは持っていっております。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 必要な人はそういうものも持ってきてくださいということを、一言防

災無線で付け加えていただいてもいいのかなと思いました。よろしくお願いします。 

  それで、次、４番目なんですけれども、以前ペットの同行避難について、ちょっと昔、幸

子先生も要望されたと思うんですけれども、この町役場では隣の消防車庫を開けて、ペット

をケージに入れて逃げないようにした形では連れてきていいよ、同行避難オーケーだよとい

うお話があったと思うんですけれども、今回はそれについてのインフォメーションが何もな

かったんですね。 

  今回はそんなに大きな災害でなかったのでいいんですけれども、やはりペットと一緒じゃ

ないと避難するのは嫌だなとお考えの島民の方もいらっしゃると思うんですね。なので、町

役場ではケージに入れて逃げないようにすれば、ペットも一緒に来ることは、もちろんお世

話は自分でしてもらわなきゃいけないんですけれども、そういうことも可能ですというふう

に、もうこれは確定でいいことなんでしょうか。今回は私問い合わせて聞いたんですけれど

も、それは今後もそういうふうに考えていいですか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） ペットの同行避難については、避難所開設の際の防災無線では確

かに周知はしてはおりませんけれども、同行での避難は今議員がおっしゃったように、以前

より可能にはなっております。 

  また、ご指摘されたようにケージの中でのもちろん飼育、また屋内避難スペースに入れる

ことは、やっぱり避難スペースの関係上ちょっとできないというところは、問合せがあった

際にはお伝えはするんですけれども、今回はそういった問合せはございませんでした。 

  ただ、今後本当に台風以上のそういった避難生活というのがやっぱり必要なときは、避難

生活が長引いたりということも考えられますので、ペットの同行避難施設というところのこ

とも別に設けられるかというところは、ちょっと検討したいと思います。 

○議長（山本忠志君） ８番。 
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○８番（岩﨑由美君） 理想的には同行じゃなくて同伴避難が理想ではあるけれども、今ちょ

っと物理的にそれは難しいので、同行避難は八丈町の場合可能ですよというスタンスで、ぜ

ひ皆さんに周知していただければと思います。 

  それで、例えば避難が長くなったときに、小さなケージだとやはりなかなか難しい部分が

あるので、例えば住民のほうで活動している人たちもいるので、そういう人たちと連携しな

がら、大きなケージをそのときだけ設置してとか、そういうふうなことも今後考えられれば

いいなと思うんですが、いかがでしょう。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） そうですね。どういう方に今のご相談をしていいのかというのは

今はすぐ回答はできませんけれども、何かいいやり方があれば考えたいと思いますけれども、

また防災会議の中でもいろいろと検討していきたいと思います。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） その辺はぜひ役場に猫やワンコをどのぐらい溺愛している人がいるか

分からないですけれども、本当に大切にしている人もたくさんいるので、ぜひお願いしたい

と思います。 

  それぞれの避難場所に担当職員の方が皆さん詰めて、住民にいろいろご対応してくださる

と思うんですが、この職員の皆さんには大きな負担、例えばずっと仕事が続いていたのに、

またここで避難所に詰めなきゃいけないとか、そういうことには配慮して人を決めているん

でしょうか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 今回、暴風時の職員の交代というのは危険が伴うというところも

あります。確かにご指摘のあったところで、避難所開設から長時間の対応となってしまった

というところはございます。そういうところで、八丈町職員だけでなくて少しでも負担軽減

を図るところで、八丈支庁からも避難所対応職員の応援もあったというところで、多少なり

負担軽減にはつながったのかなとは思っております。 

  ただし、台風の速さや風雨の状況によっては、やっぱり職員交代のタイミングを見計らっ

ていきたいという、負担を軽減させるためにも見計らっていきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 今回本当に短時間だったからいいんですけれども、今後長期間にわた
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る場合もありますので、その辺は総務課が中心になって行われるのかと思うんですが、よろ

しくお願いします。 

  次いきます。 

  さっき風速60メートルという話がありましたけれども、昨今のマスコミの報道というのが

どうも私個人的には大げさというか、それをわざとやっているのかどうか分からないんです

けれども、何か大変そうな映像を撮ることを非常に是として、いかに大変かって、そんなに

大変じゃないのに大変そうに映すというところがあるんですが、これについて役場のほうで

は何か思うところがありますか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 台風７号の際も私が聞いている限り、役場のほうには直接来なか

ったんですが、電話のほうでは来島するといったテレビ局が４社ございました。 

  接近した台風によって、今回も幸いにして東側のほうにそれましたけれども、風雨が予想

に反して強くなかった場合、確かに感じてしまうこともありますけれども、気象庁の情報が

基になってマスコミも報道しています。各地で実際に起こっている災害もありますし、油断

することなく気象情報を注視して台風対応に当たっております。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 皆さんがそういうふうに考えているかどうかともかくとして、非常に

オーバーなニュース映像、これがみんなが避難したほうがいいという方向性にいくとはまた

ちょっと別な、いかにひどいところを映像に残すかというのはあまり私的には客観的ではな

いので、気象庁もちょっと当てにならないところ最近あるので何とも言えないんですけれど

も、あまりひどいようでしたら倫理委員会みたいなＢＰＯというのがあるんで、そういうと

ころに言ってもいいのかなと思います。 

  これは、役場がするとかしないとかという話ではないので、安全に皆さんが避難、必要な

場合は避難するというふうなことで、テレビはああ言っているけれども、この間も台風大し

たことなかったからいいかみたいなふうにはならないようにしてほしいなと思います。 

  ７番目、最後なんですけれども、非常にここ重要なところで、今回、先ほども言ったよう

に、あまりすごい台風ではなかったわけですけれども、こういった災害、みんなが災害に詰

めてどうであったかという反省会というか、アンケートだとか、台風終息後、課題を共有し

て、今後に生かすためのフィードバックは非常に大切だと思うんですけれども、これについ

てはどのように行われますか。先ほど智亜樹課長がちらっとおっしゃったと思うんですけれ
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ども、またこういうことを将来に生かすというところで、どんなふうに行われるか教えてく

ださい。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） まずはフィードバックもそうですけれども、台風が接近した際に

は関係機関にも呼びかけて台風会議を開催し、まず情報共有を行っております。 

  台風の終息後、その都度フィードバックを実施しているわけではございませんが、課題と

して住民の方への速やかな情報発信、また災害時の情報を各課がパソコンで即時に共有でき

るよう、実施に向けて取り組んでいるところです。 

  今ありましたけれども、また職員に対しても災害対応業務アンケートを現在実施しており、

職員の意見を災害対応に生かしていきたいと考えております。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） ということは、今までは行われていなかったということですよね。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） すみません、ちょっと説明が足りませんでしたけれども、今回は

そういったフィードバックはやらなかったというのはあります。もちろん台風の大きい被害

等があった場合には、もちろん会議の中で情報共有は行っております。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 結局、住民へのきめ細かいサービス、それから職員への負担軽減、そ

れから各避難所でのいろんな出来事というのは、細かいことがいっぱいあると思うんですね。

なので毎回、その辺は職員も変わることですし、ぜひともフィードバックできるような体制

を整えていただければと思います。 

  これは要望なんですけれども、最後に１点お伺いしたいと思います。 

  以前、役場職員の防災担当の方が結構少ない、今１人いらっしゃるということで、気象庁

との連携を、情報交換をしながら適切な情報を流すというようなお話を以前されていたかと

思うんですけれども、今回副町長の行政報告を見ると、６月７日に東京管区気象台との打合

せというのがあるんですけれども、これどういうようなお話をされたかちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（山本忠志君） 副町長。 

○副町長（山越 整君） 私が行ったのは、気象庁の東京管区気象台の担当の方と意見交換を

してきました。前々から気象庁といろんな打合せ、担当レベルでしているんですけれども、
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例えば台風の、いわゆる気象庁からの情報提供、これがやっぱり我々が、台風が来るときに

我々が準備するタイミングと大分かけ離れたタイミングになっています。今現状もそうです。 

  そういったところを我々の対応のタイミングで何とか合わせることができないかというこ

とをはじめ、先ほど大げさなというのがありましたけれども、気象庁のホームページご覧に

なると、今週の初めもずっとそうだったんですけれども、大雨の警戒レベル１というのがず

っと続いて、その後大雨の警戒レベルの２というのがつきました。 

  実際に降った量って大体30ミリ、24時間とか２日とかで30ミリだったんですけれども、こ

ういうやっぱり現状と合わない発表を気象庁さんがちょっとしているんではないのというと

ころも含めて意見交換をさせていただいて、我々の現状に合った、当然気象庁も年間いろい

ろ見直しをして、例えば都道府県単位でいろんな警報の発表をしますよというところを少し

でも細分化した形で、それぞれの地域の事情に応じたいろんな情報提供をお願いしますとい

うのを中心に、意見交換をしてきました。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） ありがとうございます。今おっしゃったタイミングが合わないという

のは、向こうの情報が遅いということですか。 

○議長（山本忠志君） 副町長。 

○副町長（山越 整君） ちょっと遅いと言っちゃうと語弊があるかもしれないんですけれど

も、我々はやっぱり台風の進路、かなり前から追っています。追っていて、例えば今回も避

難所という話ありますけれども、自主避難所ということで、その自主避難所をどのタイミン

グで開くかというのをかなり日数を置いて考えています。 

  そうすると、その自主避難所を開くタイミングというのは、台風の接近によって風と雨が

どういうタイミングで吹くかというところも加味して検討するんですけれども、その加味し

て検討する我々のタイミングと気象庁さんからの発表がちょっとずれるという意味です。 

（岩﨑議員「分かりました」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） 今回７号は無事に過ぎ去ったわけですが、いつ大きな災害来ることも

分からないので、また長期にわたることもありますし、台風だけではない、津波とかいろい

ろありますので、ぜひとも関係機関と情報を早く得て、安全な、そして職員にあまり負担の

ならないような対応をお願いしたいと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◇ 沖 山   昇 君 

○議長（山本忠志君） 続いて、７番、沖山 昇君。 

○７番（沖山 昇君） 私からは１つ質問をさせていただきたいと思います。 

  空き家調査後の活用と空き家への対応についてということで、１つ目が令和５年３月の…

…ごめんなさい。その前をちょっと飛ばしてしまいました。 

  島内で散見される放置状態の空き家というのが多数見られると思いますが、景観的にもよ

くなく、観光客、来島者へのイメージも悪いというところであると思います。さらには台風

接近時の被害増大にもつながることが考えられます。 

  そこで質問させていただきます。 

  １つ目ですが、令和５年３月の議会で一般質問させていただきましたが、空き家調査によ

り所有者の意向調査を実施し、空き家の活用につなげるという回答だったと思います。調査

の状況と結果、それから空き家の活用はどのように進んでいるでしょうか。今後、空き家の

有効活用への筋道はどういうふうな形で考えていらっしゃるのか、お願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） ７番、沖山 昇議員の空き家の活用についての質問にお答

えします。 

  令和３年度に実施しました空き家調査において、島内住居数4,120棟のうち、空き家が242

棟、その中ですぐに利用可能なものというものが60棟、修繕次第で利用可能なものというも

のが57棟、残り大規模な修繕を必要としている建物というものが125棟確認されております。 

  今現在、八丈町、今の住宅過剰社会ということをしっかりと認識した上で、今年度はまず、

先ほどの金川議員の人口の回答にもちょっと重複してしまうんですが、まずは島内で住宅を

必要とされている方というものが必要な情報を簡単に取得できるというような基盤をつくっ

ていこうということで、八丈物語の第６章の住居に島内の不動産取扱者を掲載するページを

今年度作成しております。 

  今後は量的に充足している住宅の状況というものを細かく把握することを目的として、空

き家調査をちょっと来年度実施したいなと考えております。その結果に基づいて、島内の住

宅の需要というものを満たせるための施策立案に今後取り組んでいきたいと今考えていると

ころです。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ７番。 
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○７番（沖山 昇君） ありがとうございます。 

  そのご回答いただいた中のすぐにでも利用可能なもの、これが60棟と結構あるんですね。

まずはその60棟を所有者と話合い等して、住居を探している移住者、たくさんいると思いま

す、などへの発信ができるようにまずは取り組んでいただきたい。 

  私も実は八丈物語、昨日ちょっと見させていただきました。第６章なんですけれども、１

棟、今たしか出ていたと思います。これが10棟、20棟となるように頑張っていただきたいな

というふうに思いますが、一応その点についてちょっとご回答いただければと思います。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 議員がおっしゃるように、このすぐに利用可能なもの、使

えそうなものの所有者さんに意向調査というものは積極的に実施していきたいと考えており

ます。 

  島内の事情が、今非常に我々住宅問題の課題抱えて解決したいんですけれども、今の状況

が、不動産に上がってくる物件が、不動産の方たちとも意見交換するんですけれども、少な

い。要は個人の貸し借りが多いというところが非常に今ちょっと難しいかなということで、

なのでうちのこの八丈物語の住居なんですけれども、一応島内の不動産業者ではなく、不動

産取扱者を掲載していくということになっています。 

  これはちょっと周知徹底していきたいんですけれども、今ちょっと議員さんから話があっ

た空き家バンクについても、ここの契約関係というものに対して我々町が関わることができ

ないというのが制度的な仕組みです。なので、この不動産取扱者を掲載はしているんですけ

れども、実際に貸し借りをする場面、空き家バンクもしかりですけれども、そこの契約に

我々町がちょっと関われないので、その辺結構トラブルが起きているという話も八丈町聞い

ていますので、そういった状況も見ながら、どういったことがしっかり、借りる方が安心し

て借りられる状況ってどのようにしてつくられるかというものを、しっかりこれを進めてい

く上で検討しながら、しっかり進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ７番、よろしいですか。どうぞ。 

○７番（沖山 昇君） そうですね。いろいろご苦労されているところだと思いますが、やは

りここ空き家があるよというお話をいただいて見に行っても、お話所有者に聞いても息子が

帰ってくる予定だからとか、そういった形でなかなかやはりほかの方にお貸しするというと

ころが、やっぱりハードルが高いというところがあるのかな。 

  実際のところ、なかなかＵターン、私はＵターン組ですけれども、Ｕターン組というのが
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今現在減ってきているのかなというところで、やはりどうにか理解をしていただいて、所有

者の方には提供していただけるような形というのを頑張っていただきたいなというふうに思

います。 

  次に、２番目の質問に移らせていただきます。 

  明らかにそれらの家屋について、町が勧告をすることでいち早く対応するケースがあるが、

所有者が島外や不明な場合があり問題であるとの回答をいただいたことがあります。その勧

告の件数とその後の状況についてはいかがでしょうか。教えてください。 

  所有者が島外や不明な場合、どのような対応策を取っていらっしゃるのか、これもお願い

いたします。 

○議長（山本忠志君） こちらは総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） それでは、沖山 昇議員の２つ目の質問に回答したいと思います。 

  町としての対応は、所有者が分かる範囲において、八丈町台風及び地震等の災害予防に関

する条例の規定に基づき、危険建築物の改善措置について通知しております。 

  空き家の適正管理は所有者の義務であり、防災の観点より、飛散防止のため町から助言、

指導、勧告といった行政指導を行うことで撤去や修繕などに協力をいただいております。所

有者が島外の方に対しても同様の対応を取っております。所有者が不明の場合は、家屋、土

地の所有者を照会し、通知を出していますが、すぐの対応が難しいケースが多いです。 

  勧告数については、令和に入ってからの件数になりますけれども15件あり、そのうち４件

は対応していただき、今年度に入ってからも１件撤去をいただいております。 

  今後も危険建物が減少するよう、再勧告等の措置をしてまいりますので、ご理解をお願い

いたします。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） １件対応していただいたというところではありますが、今現在、やは

り家屋の解体につきましてはアスベストの関係もありますけれども、やはり調査が必要とい

うところで、また一段とハードルが高くなったかなというふうにも思いますが、明らかに住

めない家屋の解決方法としては速やかな解体というのが一番だと思いますが、やはり所有者

の状況などにより進まないということが思われます。 

  ただ、ほかの自治体でも同じことで恐らく困っているところは多いと思います。ほかの自

治体での事例等を参考にというところで、一応調べてみたことはあるでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 
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○総務課長（高野秀男君） ほかの自治体の事例を調べたことはないです。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） いろいろほかにもやることが多分いっぱいあって、なかなか手が回ら

ないのかなというところもありますけれども、ぜひやはり同じようなところで、ほかの自治

体、困っていることがあって、いい解決方法がやっぱりあるかと思います。ですので、ぜひ

そこら辺も一応問合せをするなり動いていただければ、解決に進んでいくのかなというふう

に思います。 

  次に、３番目に移らせていただきます。 

  市町村税である固定資産税には一般的に軽減措置がありますけれども、これは空き家につ

いても適用しているんでしょうか。ご回答お願いします。 

○議長（山本忠志君） これは税務課長。 

○税務課長（山下 進君） それでは、沖山 昇議員の質問にお答えします。 

  空き家の建っている土地について適用される可能性のある軽減措置としては、住宅用地の

特例が考えられます。家屋の構造や使用状況は１件ごとに異なりますが、基本的な考え方と

しては、主として特定の人が継続して居住している家屋の敷地として使われている土地に対

する軽減措置となります。 

  軽減措置の内容は、住宅の敷地となっている土地について、その面積の基準に従い、課税

標準額を３分の１または６分の１に軽減する措置となっています。そのため、住宅として使

用しない旨の申告や居住の実態がないことの把握があった場合には、軽減措置の適用外とし

ています。 

  一方、住宅の建物の状態に着目しますと、老朽化が進み家屋としての要件を満たさなくな

った場合は、家屋としての課税を取りやめ、それに伴いその土地も住宅用地ではなくなるた

め、軽減措置も適用外となります。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） ありがとうございます。 

  今現在、空き家についても軽減措置がされているということでよろしいんでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 税務課長。 

○税務課長（山下 進君） 適用されている、どのぐらい危険な建物かというか、どのぐらい

老朽化が進んでいるかというふうなことにもよるかと思うんですけれども、単純な空き家と
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いうふうなことの捉え方、例えば別荘というようなものは適用外なんですけれども、例えば

二拠点生活をしていらっしゃる方の住宅は住宅用地としての軽減措置があるといったような

こともありますので、そのあたりは様々かと思います。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） そうなんですね。固定資産税というところで今お話をさせていただい

ていますけれども、課税標準価格、例えば600万の土地の場合、それが６分の１になるんで

すよね、100万円ということに。一般住宅の小規模住宅用地ということですかね、そういっ

た場合には課税標準価格が６分の１になる。それに対して税金をかけるということになろう

かと思うんですけれども、間違いありますか。 

○議長（山本忠志君） 税務課長。 

○税務課長（山下 進君） そのようになります。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） もうやはり、見て、ここ住めるのかなというところについても、やは

り同じような措置が行われているのであれば、やはりちょっとそこは考え直さなきゃいけな

いかなとは思うところではあるんですが、ただ、ここ最近ちょっと言われていますけれども、

現在の役場の職員数が不足している。そういった状況下では、例えばですが島内全ての家屋

を調査を行うということは大変厳しい状況にあるというのは私も承知しています。 

  ただ、明らかに住むことが困難な空き家について、今お話があったように軽減の対象にな

るということであれば、そのまま放置するという方向に考えが進んでしまいます。ですので、

なかなかやっぱり先ほど言いましたように職員数が少なくて、調査に回るということがなか

なか難しいという現状で、どういうふうに対応していくかということを考えると、私今３つ

の課の課長に返事を、回答いただきましたけれども、やはりその課で、課ごと横断的にこの

取組をしていただいて、やはりこの問題についての解決を考えていただきたいという、ちょ

っとお願いで質問もさせていただきました。 

  そこそこの課で対応しているのでは、やっぱりこの問題はなかなか難しいところだと思い

ます。人手不足もありますし、課を横断してのものでどうにか取り組んでいただけないもの

でしょうかというところで、課を横断するというところで申し訳ないですけれども、総務課

長、ご回答いただけますでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） そうですね。空き家に関しましてはそれぞれご指摘いただいた部
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分で問題もありますし、いろいろと企画財政課のほうも、今課長のほうから話があったよう

にいろんな取組も進めているところであります。 

  そういったところを情報共有も周りのほうもして、そういった中で、今私どものほうで住

民の方からそういった危険というところで情報はもらうんですけれども、確かにそこの情報

というのはちょっと総務課止まりというところもあります。その建物が、もしかしたらその

空き家という中で調査項目にもしかしたら入っているものかもしれませんし、そういったと

ころの情報共有からまず始めたいなというふうに思います。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） なかなかやはり難しいところではあるかと思いますけれども、今後ど

んどん増えていくであろうというところも想定できますので、ぜひそこは取り組んでいただ

ければというふうに思いますので、お願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 回答はいいですね。 

  それでは、続き議事を進めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 山 下   巧 君 

○議長（山本忠志君） 続きまして、一般質問、10番、山下 巧君。 

○１０番（山下 巧君） 大型クルーズ船接岸について質問します。 

  八丈島へ観光で寄港する大型クルーズ船は国内外増加の傾向にありますが、近年八丈沖ま

では来るも上陸をしなくなったなと思います。沖に停泊し、はしけのような通船で島に上陸

するわけですが、乗客の高齢化により、少しの波でも危険防止リスクを避けるために、べた

なぎでないと欠航になります。 

  こういう事案が多々見受けられます。上陸を歓迎するために、町バス、観光コース、準備

をしているわけですが、全てキャンセルとなり、意欲をそいでしまうことも多々あります。 

  また、不安定な運行計画ではエージェントもリスクを避けるのではないか。特に海外から

の富裕層を誘致するための３万トンクラスの船が接岸できる港の整備が必要である。 

  ちなみに、橘丸は5,600トン、サルビアは6,000、おがさわら丸は１万1,000トン、にっぽ

ん丸は２万2,000、ぱしふぃっくびいなすは２万6,000、現行ではおがさわら丸が限界なんで

すが、クルーズ船だけではなくてレジャー船、それから全島民避難とか非常事態のときの対

応や島の活性化のためにも、国・都への強い働きかけが必要ではないかと思います。町の考

えを求めます。 
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○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 10番、山下 巧議員の大型クルーズ船の接岸についての質

問にお答えいたします。 

  議員がおっしゃるとおり、本島の港湾は島と本土を結ぶ交通、貨客流通の拠点として産業

振興、経済の発展等のためにも重要な基盤施設であると認識しております。このことから、

今年度においても八丈町議会と共に「港湾機能の一層の充実と強化について」という内容で

要望活動を５月24日に東京都に対して実施しました。 

  現在、令和４年に起きました北海道の知床遊覧船沈没事故を受けるなど、以前の形で大型

客船と港の通船をすることが難しく、島への上陸ができないことが増えてきている状況も踏

まえまして、今後も継続して八丈町議会と共に要望活動を実施していきたいと考えています

ので、引き続きどうかよろしくお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 再質問はございますか。 

  10番。 

○１０番（山下 巧君） クルーズ船については、漁港漁場漁村総合研究所の漁業地域の活性

化、漁港の有効利用の調査も行っております。それから、政府の観光立国推進基本計画でも

2023年３月の閣議決定で、2025年の目標として訪日クルーズ旅客250万人を目指す。それか

ら外国のクルーズ船の寄港回数は2,000回を超える。それから外国船が寄港する港湾数を100

港に増加推進すると決めてあります。2027年までには4,000万人がクルーズ船で旅行すると

推測をしておるんですね。 

  このような政府の決定があって、そして町からも要望活動に行っています。私も一緒に行

きましたね。要望はするんですが、具体的にいつ頃までやるのか、あるいは八丈は無理だと

か、その辺の何か要望しっ放しで何回も何回も数行けばいいんだという話も聞きますけれど

も、何か手がかりがあれば教えていただきたいです。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 八丈町が八丈町議会さんと一緒に東京都さんに対しての要

望内容というものが、港湾に限らず３つです。港湾の強化、海岸、漁港の３点を重点で要望

してございます。それを受けて、東京都さんのほうも今回、皆さんにも多分東京都さんから

説明がありましたＳＨＩＮＫＡプロジェクトの中でも漁港の利活用の事業があったり、八丈

支庁さんの港湾課さんも港湾の整備計画というものをつくって、しっかり計画的に港湾を整

備していただいているところです。 
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  現在、神湊港の整備計画ですが、神湊港、底土港が一応正式名神湊港なので、あそこの港

湾が方向性としては、やはり我々が非常に大切としている定期船を就航率をより高めるとい

った観点で、港内の静穏性を高めていこうというのに注力した今整備を進めています。雨よ

け施設とかも併せて整備していると思うんですけれども、まずはそこからしっかり進めてい

きたいということで我々伺っていますので、その辺も考慮しながら再び議会の皆さんと一緒

に考えて要望していければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 質問ありますか。 

  10番。 

○１０番（山下 巧君） あんまり上陸する、あれですよね。欠航が多いものですから、それ

かどうか知りませんけれども、飛鳥丸、この超豪華客船、これはもう来なくなりましたね。

八丈を見るだけで行っちゃうんじゃないですか。前は来て、我々も中へ入って案内してくれ

たこともあるんですけれども、今立ち寄りもしなくなった。 

  そういうことでは困るんで、やっぱり精力的に行きましょうよ、要望に。要望というか、

やっていかないと。国の制度でもこういう基本計画の中にあるんですけれども、ここから外

れているのかなと私思ったりなんかしました。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） 回答要りますか。要りませんか。 

○１０番（山下 巧君） はい、ありがとうございます。 

○議長（山本忠志君） それでは、以上をもちまして一般質問を終了いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎同意第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（山本忠志君） 続いて、日程第６、同意第４号 八丈町教育委員会教育長の任命の同

意についてを上程いたします。 

  説明、総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） では、書類番号１をお願いします。 

  同意第４号 八丈町教育委員会教育長の任命の同意について。 

  令和６年９月６日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  次のページをお願いします。 

  八丈町教育委員会教育長の任命の同意について。 

  下記の者を八丈町教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関
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する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めます。 

  記。 

  住所、東京都八丈島八丈町樫立1999番地。 

  氏名、大澤道明。 

  生年月日、昭和33年10月４日。 

  説明。 

  八丈町教育委員会教育長佐藤 誠氏が令和６年10月６日で任期満了となるため、新たに選

任するものである。 

  次のページをお願いいたします。 

  大澤道明さんの略歴になりますけれども、略歴についての説明は省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（山本忠志君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  質問ございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） これより討論に入ります。 

  質疑を終結して討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案どおりにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ご異議ないものと認め、日程第６、同意第４号 八丈町教育委員会教

育長の任命の同意については、原案どおり同意いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎同意第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（山本忠志君） 続いて、日程第７、同意第５号 八丈町教育委員会委員の任命の同意

についてを上程いたします。 

  説明、総務課長。 
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○総務課長（高野秀男君） それでは、次のページになります。 

  同意第５号 八丈町教育委員会委員の任命の同意について。 

  令和６年９月６日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  次のページをお願いします。 

  八丈町教育委員会委員の任命の同意について。 

  下記の者を八丈町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めます。 

  住所、東京都八丈島八丈町中之郷3351番地。 

  氏名、秋田みのり。 

  生年月日、昭和46年１月１日。 

  住所、東京都八丈島八丈町樫立285番地１。 

  氏名、渡邊志保。 

  生年月日、昭和47年７月16日。 

  説明。 

  八丈町教育委員会委員秋田みのり氏及び渡邊志保氏が令和６年９月30日で任期満了となる

ため、任命するものである。 

  次のページをお願いします。 

  今回の秋田みのりさん、渡邊志保さんの略歴のほうになりますけれども、こちらの略歴に

ついては説明を省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（山本忠志君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 
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  本案の原案同意にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ご異議ないものと認め、日程第７、同意第５号 八丈町教育委員会委

員の任命の同意については、原案どおり同意いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎同意第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（山本忠志君） 続いて、日程第８、同意第６号 八丈町職員懲戒審査委員会補充員の

選任の同意についてを上程いたします。 

  審議に入る前に、本件の当該者であります佐藤真一君の退席を求めます。 

（住民課長 佐藤真一君退席） 

○議長（山本忠志君） 説明、総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） では、次のページになります。 

  同意第６号 八丈町職員懲戒審査委員会補充員の選任の同意について。 

  令和６年９月６日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  次のページをお願いします。 

  八丈町職員懲戒審査委員会補充員の選任の同意について。 

  下記の者を八丈町職員懲戒審査委員会補充員に選任したいので、地方自治法施行規程第16

条第５項の規定により、議会の同意を求めます。 

  記。 

  住所、東京都八丈島八丈町三根1957番地１。 

  氏名、佐藤真一。 

  生年月日、昭和39年10月13日。 

  説明。 

  町職員の中から選任する八丈町職員懲戒審査委員会補充員の佐藤 誠氏の教育委員会教育

長としての任期が令和６年10月６日をもって任期満了となるため、補充員を新たに選任する

ものである。 

  次のページをお願いします。 

  次のページは略歴になりますが、略歴につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（山本忠志君） 説明が終わりました。 
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  質疑をお受けいたします。 

  質問ございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案どおりにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ご異議ないものと認め、日程第８、同意第６号 八丈町職員懲戒審査

委員会補充員の選任の同意については、原案どおり同意いたしました。 

  佐藤真一君の復席を求めます。 

（住民課長 佐藤真一君復席） 

○議長（山本忠志君） ここで休憩に入ります。 

  開始は25分、今２時10分ですので、２時25分になったらまたお集まりください。 

  一旦休憩に入ります。 

（午後 ２時１０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（山本忠志君） 休憩を解いて再開いたします。 

（午後 ２時２５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５５号の上程、説明、質疑 

○議長（山本忠志君） 続きまして、日程第９、議案第5５号 令和６年度八丈町一般会計補

正予算を上程いたします。 

  説明、企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） それでは、書類番号の２、令和６年度一般会計補正予算書

をお願いします。 

  １ページをお願いします。 
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  議案第5５号 令和６年度八丈町一般会計補正予算。 

  令和６年度八丈町の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,237万7,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100億6,081万7,000円とする。 

（「文言省略」の声あり） 

○企画財政課長（金川智亜樹君） はい。第２条、既定の継続費の変更は第２表、継続費補正

による。 

  第３条、既定の地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

  令和６年９月６日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  10ページをお願いします。 

  初めに歳入です。 

  項の補正額を中心に説明いたします。 

  １款２項固定資産税、補正額3,000円の増。 

  ３項軽自動車税69万2,000円の増。これどちらも現年課税の確定による増額となるもので

す。 

  10款１項地方特例交付1,250万円の増。 

  11款１項地方交付税4,068万9,000円の減。こちらは地方交付税の令和５年度交付決定額25

億8,952万5,000円に対し、今年度決定額26億931万1,000円と、前年度より1,978万6,000円と

増額となりましたが、歳入見込みを甘めに見積もってしまったため、予算としては減額とな

ります。 

  次のページをお願いします。11ページになります。 

  14款２項手数料173万2,000円の減。こちらは海岸漂着物等の処理手数料を10款３項の都委

託金へ移すものになります。 

  15款１項国庫負担金1,001万6,000円の増。主なものは民生費で、児童手当制度改正実施円

滑化事業負担金132万7,000円。こちらは児童手当法改正による支給回数の増によるものです。

衛生費で、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金830万円。こちらは、定期予防接

種対象者65歳以上プラスアルファへの負担金になります。 

  ２項国庫補助金29万7,000円の増。主なものは民生費の子ども・子育て支援交付金75万円

を下の３目衛生費へ移すものとなります。 
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  16款都支出金で、次のページをお願いします。12ページになります。 

  １項都負担金19万4,000円の増。養育医療負担金となります。 

  ２項都補助金、8,884万2,000円の減。主なものは総務費で、東京宝島サステナブル・アイ

ランド創造事業費補助金336万8,000円。こちらは補助上限満額までの増額分となります。民

生費の子ども・子育て支援交付金37万5,000円の減は、下の３目衛生費へ移すものとなりま

す。農林水産業費で、山村離島振興施設整備事業補助金１億1,520万7,000円の減額は、主に

研修センター作業棟の建設見送りによるものが１億1,250万円となっております。その下、

小規模土地改良事業補助金1,175万円は、補助率が50％から75％に変更になるものとなりま

す。その下、東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業補助金498万3,000円は、こ

ちらはすみません、議運にて補助率100％と説明しておりましたが、正しくは、太陽光パネ

ル・農業用機械が66％、蓄電池が75％の補助事業となります。申し訳ございませんでした。

教育費では、こちらは学習支援員の経費となります。エデュケーションアシスタント配置支

援事業補助金209万7,000円。その下、インクルーシブ教育支援員配置事業補助金、これは下

の中学校費にもあります小・中合わせて214万円。こちらは、特別支援学校の就学相当児童

への加配分となります。 

  次のページをお願いします。13ページになります。 

  ３項委託金244万4,000円の増。主なものは総務費、都税徴収委託金71万2,000円。こちら

は、都税徴収手数料が徴収額により増したものとなります。 

  17款２項財産売払収入131万8,000円の増。土地売払収入32万8,000円は、ねぎばな砂防工

事用地の売却、下の物品売払収入99万円は、温泉タオルの販売によるものとなります。 

  19款１項基金繰入金１億1,300万円の減。財政調整基金繰入金が昨年度の繰入金による財

政調整で１億4,300万円の減額となります。 

  次のページをお願いします。14ページとなります。 

  公共施設整備基金繰入金3,000万円は、歴史民俗資料館分となります。 

  ２項特別会計繰入金960万5,000円の増は、前年度歳入歳出差引残額のうち、一般会計の戻

入分となります。 

  20款１項繰越金２億8,339万6,000円の増。こちらは前年度の繰越金となります。 

  21款１項延滞金及び加算金14万9,000円は、実績によるものになります。 

  次のページをお願いします。15ページになります。 

  22款１項町債5,397万4,000円の減。農業債5,400万円の減額は、農業担い手育成研修セン
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ター作業棟分で、こちらは辺地対策事業債となります。下の臨時財政対策債２万6,000円、

こちらは、国による決定に対する増額です。 

  計、補正前の額100億3,844万円。補正額2,237万7,000円の増。計100億6,081万7,000円と

なります。 

  次のページをお願いします。16ページになります。 

  ここから歳出に入ります。 

  こちらも項の補正額を中心に説明いたします。 

  ２款１項総務管理費236万8,000円の減。主なものは文書広報費において委託料の部分、ア

ナログ規制制度改正支援委託料22万円。こちらは制度説明会となります。その下の刑法改正

例規整備委託料44万円は、刑法改正による条例改正によるものとなります。 

  次のページをお願いします。17ページとなります。 

  財産管理費の工事設計委託料800万円の減は、こちら庁舎屋上遊び場の補助事業未採択に

よるものとなります。諸費、税収入還付金180万円は、住民税等の還付金となります。 

  ２項企画費1,367万3,000円の増。次のページをお願いします。18ページとなります。 

  企画総務費、移住定住ガイドブック作成委託料。こちら一般質問でもありましたガイドブ

ックになります。39万6,000円。下の脱炭素計画作成支援委託料800万円。こちらは令和８年

度の八丈町エネルギービジョン策定に向け、住民アンケート等による基礎調査を実施するも

のとなります。その下、東京宝島サステナブル・アイランド創造事業推進委託料477万9,000

円は、津波救命艇事業の差額分も含めた補助上限までの増額分となります。 

  津波救命艇の購入141万円の減は、契約差金によるものとなります。下の令和５年度移住

支援事業補助金返還金153万4,000円は、返還が完了した３名分の返還金となります。 

  ３項徴税費62万9,000円の増。 

  ４項戸籍住民基本台帳費71万7,000円の増。 

  次のページをお願いします。19ページになります。 

  一番上の戸籍住民基本台帳費の委託料、戸籍附票システム改修委託料135万3,000円の減は、

国のスケジュール変更によるものとなります。 

  ３款１項社会福祉費607万8,000円の増。 

  次のページをお願いします。20ページになります。 

  老人福祉費の繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金163万4,000円は、令和５年度の保険

料負担金と葬祭費の返還金となります。 
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  ２項児童福祉費639万4,000円の増。 

  次のページをお願いします。21ページになります。 

  ２目の児童措置費ですが、児童手当の支給回数増加分の増額で、こちらは国庫補助対象と

なります。 

  次のページをお願いします。22ページになります。 

  ４款１項保健衛生費4,022万9,000円の増。 

  次のページをお願いします。23ページになります。 

  ２目母子保健費の電話料と携帯電話購入ですが、こちらは、法改正により母子保健事業に

おいても子ども家庭支援センター業務を実施することによるものとなっております。予防費

では、新型コロナワクチン接種助成1,497万2,000円は、歳入で説明いたしました予防接種費

用となります。 

  次のページをお願いします。24ページになります。 

  ６目温泉施設管理費の工事請負費、温泉施設改修工事1,450万円は、みはらしの湯の屋根

全面改修の工事費となっております。 

  ２項清掃費223万1,000円の増。塵芥処理費にて運搬料123万1,000円は、低濃度ＰＣＢ廃棄

物の島外搬出運搬料となります。し尿処理費では、プラント定期点検整備委託料280万円の

増は、こちら換気扇等の電気系統の不具合部分を定期点検とともに修繕するものとなります。

下のし尿収集車購入259万9,000円の減額は、契約差額分となります。 

  次のページをお願いします。25ページになります。 

  ５款１項労働諸費10万4,000円の増。 

  ６款１項農林業費1,361万円の増。 

  ４目土地改良事業費で、小規模土地改良工事850万円の増額は、中之郷清戸原農道工事の

資材等の高騰による増額分となります。牧野管理費では、畜産ＤＸ機器導入委託料943万

3,000円。こちらは、牛の位置情報検知システムの導入設置の委託となっております。 

  次のページをお願いします。26ページになります。 

  上の牧野管理費の工事請負費、畜産ＤＸ用地造成工事は、用地造成を見送るため、949万

3,000円の減額となります。その下の発電機購入220万円は、牧場の発電機１機を入れ替える

ものとなります。 

  ２項水産業費14万9,000円の増。 

  次のページをお願いします。27ページになります。 
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  ３項振興費１億4,300万7,000円の減。こちらは農業振興費において山村・離島振興施設整

備計画策定委託料458万円の減額は、こちら、山村・離島振興施設整備事業の補助要件から

外れたため、策定を見送ることによるものとなっております。下の東京農業における再生可

能エネルギー利用促進事業補助金498万3,000円は、歳入の16款２項都補助金で説明したもの

になります。 

  ３目後継者対策費では、工事請負費、担い手研修センター作業棟新設工事１億5,000万円

の減額は、農業担い手研修センター作業棟の建設を見送ることによるものとなります。 

  ７款１項商工費90万4,000円の増。 

  次のページをお願いします。28ページになります。 

  ８款１項道路橋梁費607万2,000円の増。道路維持費で土地購入費166万7,000円は、宗四郎

群ヶ平線の未購入用地の購入によるものです。 

  次のページをお願いします。29ページになります。 

  ３目道路新設改良費において、樫立中之郷線土留設置委託料170万6,000円は、仮設道路の

のり面補強となります。 

  ３項都市計画費112万4,000円の増。 

  ４項住宅費964万6,000円の増。住宅管理費において修繕料442万1,000円は、こちらは経年

劣化による町営住宅の修繕となります。下の外装改修工事ほか414万7,000円の増額は、八蔵

団地のユニットバス改修と、神湊第一、瀬戸団地のマンホール改修の増額分となります。 

  ９款１項消防費778万6,000円の増。 

  次のページをお願いします。30ページになります。 

  ３目消防施設費において土地購入費578万7,000円は、こちらは防火水槽用地の購入となり

ます。 

  10款１項教育総務費44万8,000円の増。 

  次のページをお願いします。31ページになります。 

  ２項小学校費992万6,000円の増。学校管理費において、消耗品がデジタル教科書の通年利

用により、249万6,000円の減額となります。委託料で工事設計委託料の1,000万円は、三根

小学校体育館の改修に係る実施設計費となります。 

  次のページをお願いします。32ページとなります。 

  ３項中学校費167万7,000円の増。 

  ２目教育振興費の備品購入費、体育館用ピアノ購入155万円ですが、こちらは三原中学校
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のグランドピアノが修繕不可となり、今後の運用も含め、アップライトピアノに変更するも

のになります。 

  ４項学校給食費183万7,000円の増。 

  次のページをお願いします。33ページになります。 

  すみません、ここで一旦、最初に説明するのを失念していました。ちょっと一部資料に訂

正がございまして。申し訳ありません、この33ページ、11款１項公共土木施設災害復旧費の

１目公園災害復旧費となっておりますが、ここ正しくは、１目ではなく、２目公園災害復旧

費となります。すみません、最初に申し上げるところを失念していました。大変申し訳あり

ませんでした。 

  では、説明を続けさせていただきます。33ページからになります。 

  ５目社会教育費3,633万円の増。 

  ７目歴史民俗資料館費で工事請負費、歴史民俗資料館改修工事が工事変更に伴い、3,600

万円の増額となります。 

  ６項保健体育費ですが、財源更正により、補正額ゼロとなります。 

  11款１項公共土木施設災害復旧費57万2,000円の増。こちらは南原野球場の防球ネットの

修繕となります。 

  ２項農林水産業施設災害復旧費99万5,000円の増。こちらは、えこ・あぐりまーとの外壁

の修繕となります。 

  次のページをお願いします。34ページになります。 

  ３項その他公共施設災害復旧費58万7,000円の増。こちらは富士野球場の防球ネットの修

繕となります。 

  12款１項公債費678万3,000円の増。こちらは利子の利率変更に伴う増額となります。 

  14款１項予備費74万9,000円の減。 

  計、補正前の額100億3,844万円。補正額、2,237万7,000円の増。計100億6,081万7,000円

となります。 

  最後に、７ページに戻ります。７ページをお願いします。 

  第２表継続費の変更になります。 

  こちらは、先ほどの歳出にあります歴史民俗資料館の改修工事の増額に伴うものになりま

す。 

  10款５項社会教育費、歴史民俗資料館改修事業。補正前の総額７億4,425万1,000円。令和
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６年度年割額４億1,211万6,000円、補正後の総額７億8,058万1,000円、令和６年度年割額４

億4,844万6,000円となり、3,633万円の増額となります。 

  続いて、下の第３表地方債の変更になります。 

  起債の目的、農業振興施設整備事業、補正前の限度額5,400万円を補正後ゼロ円に減額し

ます。こちらは先ほどの歳出にあります農業担い手育成研修センター作業棟新設工事の減額

に伴うものになります。 

  起債の目的、臨時財政対策債、補正前の限度額840万円、補正後842万6,000円、２万6,000

円増額いたします。こちらは国の決定額に合わせた増額となります。 

  合計しまして、補正前限度額、計５億2,260万円。補正後、計４億6,862万6,000円で、

5,397万4,000円の減額となります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） 説明が終わりました。 

  お諮りします。 

  一般会計の補正予算については、初めに歳入、歳出については款を分けて進行したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本忠志君） ご異議ないものと認めます。 

  質疑に入る前に申し上げます。 

  発言者は、予算書のページ、科目等を必ず述べた上で発言するようお願い申し上げます。 

  一般会計補正予算書１ページから15ページ、歳入等について質疑をお受けいたします。 

  質疑はございませんか。 

  １番。 

○１番（真田幸久君） まず、10ページ、11款の地方交付税について質問をさせていただきま

す。 

  先ほどの話で、4,068万9,000円の減額があった。これは実際に決定した額との差額である

ということなんですけれども、地方交付税は、基準財政需要額マイナス基準財政収入額で確

定してくると思うんですけれども、減額があったということは、収入増か需要減のどちらか

であるというふうに考えられますけれども、先ほどの話だと歳入の見積りが甘かったという

と、どちらに取っていいかというのは、私としてはちょっと分かりかねるんですね。 

  東京都のほうが需要額増、需要額減、収入増、収入減と４つの項目に対してそれぞれ幾つ
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かの例を挙げています。恐らく収入増に該当するかと思うんですけれども、そちらのほうで

は、定期減税減収補塡特例交付金の創設による地方特例交付金の増、地価の上昇等による固

定資産税の増、企業業績の好調等による市町村民税、法人税割の増といったことが代表的な

ものとして考えられるという提示がありましたけれども、こちらに該当している部分の見積

りが甘かった、つまり収入が増えた、甘いと言っているのは、逆にいい意味で歳入の見積り

を誤ったという意味でおっしゃっているのか、甘いということだけ聞くと、どちらかはかり

かねるのでそちらを教えてください。具体的に項目として、今申し上げたような内容の中の

この部分が該当しますとか、これ以外であるのであれば、それをベースにご説明をお願いで

きますでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 当初、我々が見積もったものが、最初の国の予算の中で、

1.7％国が増額していたことから、ここに合わせて町も1.7％増額した形で、予算を取ったん

ですけれども、実際に決定したときに、この計算式がなかなか難しいところなんですけれど

も、いろんな要因はあるとは思いますが、能登半島の要因が関わって、ちょっとうちの見積

り額が甘くなってしまったということになっておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） すみません、私の理解が間違いだとしたら申し訳ないんですけれども、

地震の件で特例交付金のほうの影響のほうが大きいんじゃないかと私は思っているんですけ

れども、そんなことはないでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） こちら特別交付税のほうも見込んで1.7％増額するという

のを、我々ちょっと見込んで予算計上したという形になっております。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） すみません、当然、先ほど申し上げた基準財政需要額と収入額は、あ

る一定の基準に従って町のほうから、総務省のほうに数字を上げて、各市区町村からその数

字で上がっていると思うんですけれども、その時点の話なのか。というのは、今の話だとち

ょっとすみません、私の理解不足かもしれませんけれども、理解しかねるので、説明をお願

いします。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

  企画財政課長。 
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○企画財政課長（金川智亜樹君） その前の見積り調査の段階で、そこに基づいて予算を組立

てたということになります。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） おっしゃっている意味は、つまり実際の数字として上げたものではな

くて、その前の見積りが実際につくり上げた数字に対して、要は収入の見積りが少なかった

ということですか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） はい、そのようなことになります。甘かったということに

なります。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） その中で想定されるのは、今私が挙げたところのどれかに該当するか

と思っているんですけれども、特にどの辺の見通しが甘かったでしょう。こちらが特定でき

るのであれば教えてください。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） すぐにちょっと特定が難しいので、一旦持ち帰らせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ほかに質問ございますか。 

  ３番。 

○３番（奥山幸子君） 歳出とも関係するんですけれども、14ページの繰入金なんですが、公

共施設整備基金繰入金で3,000万円ですよね。これ歴民に入れるような話は聞いているんで

すが、歴民のところを見ますと、3,600万円のうちの3,000万円が特定財源の国庫支出金地方

債その他の部分になっているので、結局これは、633万も一般財源になっているので、結局、

補助金をもらうものではなく、繰入れて、町の予算、単独の予算として、この増額分を埋め

合わせるということでよろしいですか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

  教育課長にしますか。 

  教育課長。 

○教育課長（田村久美君） こちらは、この補正予算の歳入歳出の収支のことで計上している

ものであって、これで補助金がもらえないというわけではありません。 

○議長（山本忠志君） ３番。 
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○３番（奥山幸子君） もらえるという見込みはあるということでいいですか。 

○議長（山本忠志君） 教育課長。 

○教育課長（田村久美君） 失礼しました。ちょっと継続費なので、予算上分かりにくくなっ

ていると思うんですが、対象経費、国と都の文化財の対象経費については、補助金は当て込

まれます。 

○議長（山本忠志君） ほかに質疑ございますか。 

  １番。 

○１番（真田幸久君） 12ページから13ページにかけてなんですけれども、16款都支出金の４

節小学校費補助金、中学校費補助金の中で、エデュケーションアシスタント配置支援事業補

助金とインクルーシブ教育支援員配置事業補助金というのが計上されておりますが、こちら、

歳出のほうでは、完全に合致するような項目はなかったので、ちょっと歳入のほうで質問さ

せていただきますけれども。 

  東京都の教育委員会では、児童へのきめ細かな対応が必要な小学校の第１学年から第３学

年までにおいて、学級担任を補佐し、副担任相当の業務を担う、エデュケーションアシスタ

ントを配置する事業を令和４年度から実施。今年度以降は小学校全校への配置を目指すとし

ていますけれども、八丈町としてのこれまでの実績はいかがであるか。これが初めてでしょ

うか。過去見た記憶がないので初めてだと想像していますけれども、その説明をお願いした

いのと、平成６年度東京都の教育庁新規事業にて、インクルーシブ教育システム体制の整備

が示されて、支援員配置を支援とありますけれども、八丈町における採用のめどや、特別支

援教育の振興という全体の政策との含めた方向性についても、併せてご説明いただきたいの

と、実際の執行時期と執行後の歳出項目は何に当たるのかというのを教えていただけますで

しょうか。 

○議長（山本忠志君） 教育課長。 

○教育課長（田村久美君） こちらもちょっと予算書上で分かりにくいかと思いますが、補助

金、支援については、当初予算でもう既に配置している支援員になります。 

  東京都さんのほうで、こういったメニューがあるということで、補助金、できるだけ財源

を確保するということで、補助申請をしていただいたものを今回計上したという形になりま

す。以前から支援員のほうは配置しております。 

  エデュケーションアシスタント配置支援事業については、通常学級の支援員、１校なんで

すけれども、そちらのほうの人件費に充ててまいります。 



－８２－ 

  またインクルーシブ教育支援配置事業については、小学校のところでは、特別支援学級の

支援員の２名の人件費に相当です。中学校については、大中さんのほうの１名の人件費に充

ててまいります。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。インクルーシブのほうに関しては、小学校、

中学校もやって、それから、それとは別に八丈高校のほうでも、青鳥の分校もあるというこ

とで、八丈町としてはインクルーシブに関してかなり積極的にやっているという詳細にもな

りますので、ぜひともそういった意味では、この件に関しては、より町民に対しても積極的

にアピールをしていただきたいと思います。これは要望です。 

○議長（山本忠志君） ほかに質問ございますか。 

  １番。 

○１番（真田幸久君） 同じく13ページ、17款の財産収入の中で、物品売払収入が99万円の増

額になっていまして、これは温泉タオルの販売だという話がありました。こちらのほうは、

今日ではなくて多分、明日か来週になると思いますけれども、決算認定の中で、各年度の数

字が出ていたような気はしますけれども、そもそも、各年度でのタオルの販売実績はどうだ

ったのかという点が１点と、それから、これ収入しか書いていないので、一体幾らかかって

この値段で売っているのかという、いわゆる損益に関しても教えていただきたいと思います。

プラスであってほしいんですけれども、マイナスであれば、要はそれをマイナスにしてでも

やるべきことなのかという判断にもなりますので、併せて、内容をお願いします。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） 申し訳ありません。ちょっと今手持ちの資料がありませんの

で、後ほど回答でよろしいでしょうか。 

○議長（山本忠志君） しばらくお待ちください。 

  そのほか、歳入に関する質問ございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

  それでは歳出に移ります。 

  歳出の16ページ総務費から24ページ衛生費までの質疑をお受けいたします。 

  16ページから24ページ、質問ございませんか。 

  それでは、２番いきましょう。 
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○２番（淺沼隆章君） 18ページの企画総務費の委託料、脱炭素計画作成支援委託料なんです

けれども、先ほど、こちらアンケートを取るということをお伺いしたんですけれども、これ

は全島に向けてアンケートを取るということなんでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 全住民に対してアンケートを実施したいと考えております。

よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ２番。 

○２番（淺沼隆章君） アンケートの内容なんですけれども、こちら脱炭素となるといろいろ

項目はあると思いますけれども、太陽光にしろ、地熱にしろ、いろいろ個人でやれるものも

あれば、行政とか大きな会社が携わらないとできないものもありますけれども、そこはどう

いう区分けでやる予定なのか教えてください。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） これ一応３か年の計画、令和８年までの策定を目指して、

まず基礎的な調査をしていこうという趣旨で、始めます。これつくるきっかけが、町の皆さ

んご存じだと思うんですけれども、基本構想における４つの柱のうちの一つとして、クリー

ンアイランドを目指す町とあります。 

  以前は、クリーンアイランド構想というものがありまして、そこで我々いろいろ取組を行

っていたんですけれども、その実施期間が令和４年で切れるということで、そこから新たに

エネルギービジョンということで、今回策定したいと考えております。 

  脱炭素計画、国が進めている脱炭素計画にも合致するような形で、そうすると事業とかも

活用できますので、そこを想定していきたいなというふうに、今のところ考えております。 

  よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ２番。 

○２番（淺沼隆章君） ご回答ありがとうございます。本当に国のほうも推進している事業で

すので、町もクリーンアイランドを名乗る以上、ぜひ、この計画を進めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本忠志君） ちょっと８番お待ちくださいね。 

  福祉健康課長、先ほどの質問、回答できますか。ちょっとまだですか。 

  じゃ、８番どうぞ。 

○８番（岩﨑由美君） 同じページ、18ページの２つ下、令和５年度移住支援事業補助金の返
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還金という３名分というのがあります。この３名分は、おしごと掲示板とかそういうところ

から島に移住してきたときの補助金の、仕事を辞めるとか、島から出ていくとかいう状況で

返還するということですか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） これの事業対象が、今議員さんおっしゃられたとおり、お

しごと掲示板にうちが掲載している事業所に、正規雇用として配属されるということが条件

になっております。今これ３名分、返還完了の３名分を今、返還する予定なんですけれども、

一応対象が５名、全部でおります。お仕事を辞めたりする理由というのが、もう人それぞれ

でございまして、一般質問でもありました移住のほうの関係でも少し述べさせてもらいまし

たが、うちは理由を伺っているんですけれども、仕事がなかなか合わなかったという側面も

ありますし、ちょっと島の生活に合わなかった、虫が多くてちょっと無理だったとか、本当

にそのような話を聞いていますので、なので、うち移住対策は、ある程度、島のちょっと悪

い面も踏まえて実施していかなければならないのかなというふうに今認識しているところで

す。よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） ８番。 

○８番（岩﨑由美君） ということは、島から出ていってしまった人と、それから、仕事が合

わないから仕事を変えてまだ島にいる人と両方いるということでよろしいですか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） はい、そのとおりになります。 

○８番（岩﨑由美君） 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（山本忠志君） ほかに質問ございますか。 

  ３番。 

○３番（奥山幸子君） 24ページの、温泉のみはらしの湯の屋根の工事ですよね。この間、温

泉の休業はないんでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） この工事期間の休業ということでしょうか。今のところは、

この補正予算が通りましたらすぐ入札ということで、早ければ11月下旬辺りから、約１か月

ほど休業させていただいて、緊急で屋根の張り替えをするというふうに考えております。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。３番。 

○３番（奥山幸子君） 分かりました。 
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  ちょっとこれと関係ない全体の話で、いいですか。６月１日から庁内で電話録音ができる

ようになったと報道が、広報で書いてありましたけれども、前は、留守電というか録音がで

きなかったんですよね、それをできるようにしたことによってメリットはありますか、ちょ

っとその辺聞きたいんですけれども。 

○議長（山本忠志君） 総務課長。 

○総務課長（高野秀男君） 電話のほうが録音機能ができたということで、いろいろと、やは

り電話ですと言った言わない。聞いた聞いていないとかという、そういった話の中で、やは

り住民の方とのそういったトラブル、そういったものがあったときに、実際どういう対応を

したのかというところが分かるというのがメリットとしてあります。 

  今のところ、録音できるようになってから１件。ちょうど住民の方からの問合せについて、

そのときに相手が主張していることが本当にそのときに電話で言ったのかというところを確

認したいというのは、１件だけございました。 

○議長（山本忠志君） 今の電話の話は、みはらしの湯とは関係ない話ですよね。 

○３番（奥山幸子君） 関係ない、ごめんなさい。 

○議長（山本忠志君） 失礼しました。 

  ほかにございますか。 

  １番どうぞ。 

○１番（真田幸久君） また18ページに戻っていただいて、２款総務費、17節の備品購入費、

津波救命艇購入141万円の減額というところで、契約差金という説明だったかと記憶してい

ますけれども、すみません、契約差金とおっしゃっているのは何のことをおっしゃっている

のかというか、契約金額の想定と実際が違っていたという意味だと思っていますけれども、

何がどう違ったのかのご説明をいただいきたいことが１点。 

  もう一点、津波救命艇に関しては、前回の議会においてもいろいろと運用面で問題がある

んではないかというお話がありました。今回の宮崎沖地震に伴う南海トラフの警戒に関して、

一部報道で、救命艇の鍵ですね、あれが自動解除のシステムがあるということなんですけれ

ども、実際には、あれは震度で管理しているので開かなかった、津波の警報に近いものが出

ている場所でも実際には開かなかった、なぜならば宮崎で地震が起きたので、震度は大して

大きくないけれども津波の可能性が高いということで出たので、そうすると、実際にあった

としても何の意味もなくなってしまう。また、今回、広報において、町長が高知県室戸市に

視察に行った際に、救命艇も含めていろいろ見てきていただいたようですけれども、内容を
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読む限り、その事実に関して触れておりませんでした。 

  ただ、問題を認識しているのであれば、高知県のほうでも恐らくその問題は運用上の問題

点、課題として把握しているかと思うんですけれども、そういったお話は実際になかったの

か、もしくは、今後はその点についても、既に設置している自治体に関して調査を進めたり、

どういった対応策があるのかといったことを調査、または八丈町が別に最初にやってもいい

んですけれども、どういったことを対応策として考えているか、この２点をお願いします。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 鍵が開かなかった件については、多分、津波避難タワーの

件だと思うんですけれども、その辺の情報はうちのほうでも取得しております。その情報で

すと、そこの横に、打ち破れるプラスチックの、簡単に人が打ち破って入れる壁があったら

しいんですけれども、そこの周知もなかなか通っていないということで、何か住民が入れな

かったということを聞いております。 

  なので、その広報面、今の一般質問でもありましたけれども、周知不足というものが、多

分どの質問にもあったと思いますので、我々企画財政課は広報担当なので、そこはちょっと

反省しながら、しっかり住民が理解できるような広報というものを併せてやっていきたいと

考えております。 

  一応、ＤＸ事業ということでデジタルは使っておりますけれども、その鍵の件で、洞輪沢

住民さんと話したところ、やはりすごく言い方変ですけれども、やっぱり危機的な状況でち

ょっとデジタルが信用できないというお話もいただいております。鍵が開かなかった件につ

いても、震度４以上ではないと開かないという設定の鍵になっています。デジタルですと。

そうすると、津波が八丈島沖ではない地震で津波が起こったときに、その鍵が開かなかった

らどうしようということで、急遽、我々も検討して、ちょうど町長が視察に行ったときに、

また別の、プラスチックカバーをつけて、鍵、鍵と呼べるあれではないんですけれども、そ

のカバーをかけると自動的に開けられるという仕組みもありますので、そこを今ちょっと業

者さんと調整して、その鍵につけ替えられるのかというものを、今ちょっと鍵の選定までは

確定はしていないんですけれども、調整しているところになっております。 

  よろしくお願いします。 

○議長（山本忠志君） 課長、もう一点、この予算の補正減額の質問。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 2,000万円の契約を見込んでいたんですけれども、実際か

かったのが1,859万円ということで契約差金となっていますけれども、ここの内訳に関して、
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今ちょっと手持ち資料がないので…… 

○議長（山本忠志君） 後でいいですか、細かな内容については。 

（真田幸久議員「いいです」の声あり） 

○企画財政課長（金川智亜樹君） こちら予算上の減額となります。失礼しました。契約差金

と説明したんですけれども、予算上の減額となります。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） この減額とは直接関係ないんですけれども、この救命艇の件では、前

回契約に関して問題あるじゃないかという話をさせていただきました。そこでやはり問題と

したかったのは、全て運輸運搬を担当する会社が全て、建造に関してまでも全て、要は手数

料の計算の対象にしてあることが問題ではないかという話で、いろいろと質問とか討論があ

ったかと思うんですけれども、こちらに関しては、本当にその会社が船本体に関しても様々

な船本体の運搬に係る保険云々とか、本来であれば、その建造会社が担当すべきようなこと

も担当しているんで、その会社がその分の手数料掛ける何％の手数料を頂いていますという

ことであれば納得できるんですけれども、そこまでをやったからあの数字が正当化されてい

るのかということが分からないと、やはり、ただ運搬だけだと、船の建造代にまで何で％掛

けて手数料を払うのかというのが納得し難いので、その辺りの説明をお願いします。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 契約の議案のときも説明いたしましたが、本来、製造会社

の間に中間、会社が入りまして売買が取引されるという流れを、今回、海上運搬、しかも離

島という特殊な地域でそれを行うことができなかったということで、そこの本来中間に入っ

てもらう会社さんに、島で、その業務が全て代わりにできる業者の選定ということでしてい

ただいて契約したという流れになっていますので、その辺の業務を担っていただいていると

いう認識で契約をしているところです。 

○議長（山本忠志君） １番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。そうであれば納得できるので、前回の質問を

させていただいたときに、全てのものに関わっているのでそれをお支払いしましたと言って

いただかないと、やはりこちらとしては運輸会社という認識をしているので、何で運ぶだけ

のところの手続にこんなお金を払うんだということになりますので、今後そういったことも

考えながらご説明をいただければと思います。 

  以上です。 
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○議長（山本忠志君） ほかに質問ございますか。 

  それでは７番。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） ページ数で18ページ、企画総務費の委託料になります。東京サステナ

ブル・アイランド創造事業推進委託料、これは新たな契約なんでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） これは新たな契約ではなく、今、現行でみずほと結んでい

る契約になります。 

  補助上限満額で設定させていただいて、まだまだ検討している事業もありますので、満額

がもし使えるようでありましたら、契約変更等して、事業を実施していきたいなと考えてお

ります。 

○議長（山本忠志君） ７番。 

○７番（沖山 昇君） 当初予算の予算書では２億7,600万円の一応予算計上されています。

契約はどれでされたのかちょっと分かりませんけれども、分かりました。それに追加をして

477万9,000円ということですね。事業費ほかにもいろいろあるからということだったんです

が、具体的に決まっていなくこの金額が決まったんでしょうか、追加されたということでし

ょうか。 

○議長（山本忠志君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金川智亜樹君） 積算に関しましては、決して適当にやっているわけではな

く、事業期間等も考慮して、議論を進めながら、今実行している段階であります。 

  一般質問にもありましたが、防災関係についても、本来、防災ＤＸで防災のシステム導入

を検討していたところなんですけれども、すみません、自分のあまりの知識不足に、そこの

辺の分野がなかなか進めることができないでいたので、今回、職員アンケートも見させてい

ただいたんですが、やはり情報共有を素早くしてほしいという意見もございますので、その

辺の議論も今、併せて進めていますので、せっかく補助金があるので、そういったことが可

能であれば、満額ぐらいの事業に、マンパワーもありますけれども、積極的に取り組んでい

きたいという方向で考えております。 

○議長（山本忠志君） ほかに質問ございますか。 

  ６番どうぞ。 

○６番（金川孝幸君） 23ページ、予防費の新型コロナワクチン接種の助成なんですけれども、
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これ今回は１人3,000円の負担でやると思うんですけれども、対象者の数と、全員分の予算

なのか、分かれば教えてください。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） 新型コロナウイルスワクチンの接種について、まず、負担額、

金額の考え方からまず説明をさせていただきますと、ワクチン１人当たり、従来は無料でし

たが、今年度からは、１人１万5,000円という価格でございます。 

  これについて、65歳以上の方については、定期予防接種という形で、国から補助が出ます

ので、国の補助と八丈町独自の上乗せ補助を加えて、65歳以上の方は3,000円の自己負担で、

接種できるようにというふうに考えております。 

  定期予防接種の対象でない65歳未満の方、あるいはお子様に関しましては、１万5,000円

から町独自の補助3,700円を引いた、１人当たり１万1,300円をご負担をいただく予定でござ

います。 

  また、島内の医療従事者や福祉等の従事者、こういった方に関しましては、町のほうで、

先ほどの3,700円に上乗せ補助を乗せまして、町から8,000円補助ということで、7,000円で

接種をできるようにということで、今計画をしています。この医療福祉従事者、どの範囲ま

でを含むのかというところは、今まだ検討……検討というか、どこまで含むのか決まってお

りませんが、考えているところでございますので、なるべく早く発表できるようにしたいと

思います。 

  対象者数ですが、対象者として想定しているのが、65歳以上の方が1,000人、任意接種、

65歳未満の方が300人、小児に関しては、過去の実績から10人程度であろう。そのように想

定をしております。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

  ６番。 

○６番（金川孝幸君） ありがとうございます。よく分かりました。 

  ８月に相当の数の感染者が出たと思うんですけれども、今、薬局等で検査のキット等があ

って、病院でちゃんとした感染者数とか把握できなくなっているような感じもするんですけ

れども、病院のほうでどれぐらい把握できているのか、分かれば教えていただけますか。 

○議長（山本忠志君） 病院事務長。 

○病院事務長（菅原宏幸君） 今はコロナのほうは定点になっていますので、こちらで把握で
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きておりません。ただ、東京都の毎週金曜日に発表している段階では、一番最高で9.何人と

いう形で２桁は行っていなくて、ここ最近は、多分定点で都内で４.幾つ、その前の週が３.

ちょっと上がっている状況だと思います。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） ６番。 

○６番（金川孝幸君） 町内でどれぐらいの感染者がいるというのは、全く病院では把握でき

ていない。 

○議長（山本忠志君） 病院事務長。 

○病院事務長（菅原宏幸君） 一応、実質的な発表といいますか、そこはもうしていませんの

で各自治体も、そういう形になっておりますので。ただ、報告は保健所等にしておりますの

で、そこは何人というの、今推定と、あとは、今現状が、多分かかった人、症状が出ればい

いんですけれども、症状が出ない方もいるということで、そういう形で確定的な人数は、あ

くまで定点の東京都の発表になると思います。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  ２番。 

○２番（淺沼隆章君） 23ページの環境衛生費になります。負担補助の野良猫対策事業補助金

なんですが、こちら７月中に補助金が終わってしまったということを聞いております。まず、

こちら終わってしまって、補助金が使えなくて待っていらっしゃるというか、方はいるかも

しれないと思うんですけれども、そちらに対しての周知をお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） こちらのほうが、７月の途中で補助金が尽きてしまったとい

うことで、実際に避妊去勢手術していただいているのが八丈動物病院さんと、うみ動物病院

さん、２か所ということで、それぞれの動物病院さんにはその旨お伝えをしております。 

  以上でございます。 

○議長（山本忠志君） よろしいでしょうか。２番。 

○２番（淺沼隆章君） 私が言っているのは、住民に対してということなんですけれども。そ

ちらに対して、ウェブでも何でもいいので、広報というのをしたほうがいいのではないかと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） すみませんでした。補助金が財源がなくなってしまったとい

うことについては、広報していなかったということでございますので、今回、補正予算を計

上している関係もございますので、改めて、周知をしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） ２番。 

○２番（淺沼隆章君） ぜひよろしくお願いいたします。 

  それと、こちら補正をするぐらい野良猫が増えているという現状があるのかと思うんです

けれども、今、避妊手術をするということの形を取っている対策はしております。それ以外

の対策を来年度以降でということは考えているでしょうか。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） まず、野良猫対策、町のほうでは避妊去勢手術の代金の補助

という形を取っておりますが、実際に島の中にどれくらいの野良猫が生息しているのかとい

う数字をつかんでおりません。およそ1,000頭ぐらいはいるのではないかというふうに推測

はしているんですけれども、それが増えているのか減っているのか、調査が行っていないと

いう現状がありますので、今年度、島民の皆様から情報提供を得て、少しでも正確な生息数

をつかんでいきたいなと思っております。 

  また、野良猫対策につきましては、まず、飼い主のいない猫、野良猫に対して何というん

ですか、例えば餌付けをするといった、そういった行為が繁殖を助長しているという原因に

もなっておりますので、そういったところも含めて、野良猫の対策の条例を、今、検討を進

めているところでございます。島内の野良猫関係の団体の方からも、そういったご要望をい

ただいておりますので、団体の方とも一緒に、内容に関しても話合いながら、よりよい条例

を提案できればというふうに考えております。 

  その中で、対策についても練っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（山本忠志君） ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（山本忠志君） それでは次に議事を進めます。 

  先ほどの温泉タオルの件だったか、回答をお願いします。 

 福祉健康課長。 
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○福祉健康課長（小野高志君） 先ほど、歳入のところでご質問いただきました、温泉のタオ

ル販売についてでございます。 

  タオルの販売の売上げの金額などにつきましては、決算審査資料に書いてあるとおりでご

ざいますが、１枚300円で販売をしておりますので、昨年度、令和５年度は、全部で9,455枚、

283万6,500円の売上げがございました。４年度については、9,230枚分の売上げでございま

す。 

  これに対して仕入れの単価ですが、仕入れの単価、年ごとに徐々に上がってきております。

直近の単価ですと、１枚269円50銭という仕入れ単価でやっておりますので、１枚売るごと

に30.5円の収入があるということでございます。これを昨年に換算いたしますと、約28万円

ほどの実入りがあったというような計算でございます。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） 今の件、１番。 

○１番（真田幸久君） ありがとうございます。いや、赤字になっていないだけまだいいかな

とは思ったんですが、これも２回か３回前の一般質問で差し上げたとおり、入湯税の検討を

したほうがいいのではないか、こういうことも含めて、恐らく観光客の方が買っている方の

メインではないかと推測していますけれども、もしそうだとしたら、その観光に対する、協

力の思いも含めて、もう少し上げてもいいんじゃないかな、そのお金が温泉の整備にも使わ

れますということをうたった上で、値段を上げることも検討してみてはいかがかと思います

けれどもいかがでしょう。 

○議長（山本忠志君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（小野高志君） 温泉に関しては、タオルの販売価格もそうですし、実際の温

泉の入浴料に関しましても、20年以上変わらぬ料金ということでやらせていただいておりま

す。適正な、適正なといいますか、どのくらいの料金が経営上よろしいのかというところ、

今、庁内で温泉のプロジェクトチーム立ち上がって、温泉に関していろいろなことを検討し

ている中で、温泉の料金などについても検討項目に上がっているということでございますの

で、その中で練っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（山本忠志君） よろしいですか。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎延会の宣告 
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○議長（山本忠志君） それではお諮りします。 

  今日は、皆さん疲れぎみでもあると思いますので、本日の会議はこの程度にとどめ、延会

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本忠志君） それではご異議ないものと認め、本日は延会といたします。 

  次の会議は９月９日月曜日、午前９時より開議いたします。 

  中途半端になってしまったんですけれども、24ページまでの審議は終わったものとして、

次は24ページ、労働費から進めていきたいと思いますので、そのようにご理解ください。 

  本日は以上で延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午後 ３時４２分） 

 



－９５－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  令和６年９月６日 

 

 

      議        長    山   本   忠   志 

 

 

      署  名  議  員    沖   山       昇 

 

 

      署  名  議  員    岩   﨑   由   美 

 

 

 

 

 


